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第７回城原川流域委員会 

 

１．開  会 

 

○事務局（中村） それでは、定刻になりましたので、第７回城原川流域委員会を開催い

たします。国土交通省筑後川河川事務所長をしております中村と申します。よろしくお願

いいたします。 

本日は、大変ご多用の中ご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、皆

様には、本委員会の運営につきまして、ご理解、ご協力をいただき、心から感謝を申し上

げます。 

本委員会につきましては、これまで６回にわたり、主に治水を中心に議論を進めてまい

りましたが、今回からいよいよ水利用の方に議論を移してまいります。また一層の進展を

期待しておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。大変ご苦労をおかけしますけ

れども、第７回の会議を開会させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（田島） では、引き続きまして、荒牧委員長にご挨拶をいただき、その後、議

事の方の司会をよろしくお願いいたします。 

 

２．委員長挨拶 

 

○荒牧委員長 第７回目を迎えました。もう後半戦に入っていることに気がつきます。先

ほどお話がありましたように、利水の問題、特に今回は定量的なといいますか、数字が結

構たくさん出てまいります。理解しがたいこと、それから疑問に思うことがありましたら

積極的にご発言を願って、委員、それからここに集まられた皆さん方に理解しやすいよう

にどんどん質問をなさっていただいて結構かと思います。あと１回ぐらいしかこの問題に

ついて具体的に論議する時間がないかもしれませんので、積極的にご発言いただくことを

希望しています。 

 それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。まず、水利用の現状と課題という

ことで、①佐賀平野の水利用について資料－２を使ってご説明をいただきます。②の城原

川の水利用については、後ほど議論を済ませた後、進めたいと思いますので、まず①佐賀

平野の水利用について事務局からご説明をお願いいたします。それでは、よろしくお願い

します。 

 

 1



３．議  事 

（１）水利用の現状と課題 

①佐賀平野の水利用 

 

○事務局（辰本） 佐賀県の河川砂防課の辰本と申します。それでは、佐賀平野の水利用

については私の方からご説明したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

佐賀平野の水利用ということですけれども、今日の委員会では、水利用の現状、それか

ら計画等について、なかなか内容が複雑でございますので、そのことをよく知っていただ

くことが１つと、それからその中で課題がどうなっているのかをわかっていただくことが

１つ、この２点を中心に本日はご説明したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

中身の構成としましては、（１）として、佐賀平野の水利用の時代の変化の概要をご説

明いたしまして、あとは大きく供給についてと需要についてどのように時代の流れととも

に変化してきたのかとか、需要については現在の需要がどうなっているのか、そういった

ものをご説明したいと思います。その後に、佐賀平野の水利用の課題ということで、現状

ではどのような計画になっているのか、それに対しての課題がどうなっているのかをご説

明しまして、城原川、嘉瀬川での内容、それから今後の課題については、少雨化対策とか

渇水等についてのご説明という構成で本日はご説明したいと思います。 

（プロジェクター） 

まずは佐賀平野の水利用の変化ということで、時代の流れとともに水の価値観がどんど

ん変わってきまして、水の使われ方が変わってきております。佐賀平野におきましても３

つの時期を想定いたしまして、経済活動が低調で農業中心であった昭和初期、いわゆる戦

前の時代が１つ。それから、経済活動が旺盛で都市化の進展があるけれども、やはり農業

中心であった高度成長期。それから、経済活動が安定してきまして環境の意識が高まって

きた近年以降、安定成長期。このような大きく３つの時期を考えまして整理をいたしてお

ります。 

まず、供給についてご説明しますが、昭和初期の供給方法ということで農業用水につい

てご説明いたします。 

こちらの方では、高度成長期時代以前ということで、流域ごとに利用の仕方が工夫され

ておりまして、域内の河川、それから点々々がかいておりますが、点々々よりも上の部分

がため池の地区なんですけれども、ため池を利用したり、クリーク、あるいは下流の方で

は淡水取水など、そういったものを利用している。城原川流域では、山際のため池、城原

川周辺の河川を利用するというのはその上の青の方ですけれども、城原川の山際はそうい
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う利用。それから、中流になってきますと河川水の利用、下流になってくると淡水取水の

利用といった利用形態。嘉瀬川筋の方では、ため池、河川水が上流で、下流の方に行きま

すと、嘉瀬川が天井川になっておりまして、嘉瀬川から取水するような形態。それから、

六角川の方に行きますと、こちらの方は六角川を水源としまして、塩分がまじったりして

おりますので使いにくうございまして、ため池あるいは小さな河川の水を上流の方で。下

流の方では、今度はため池の水が届きませんので、こちらでは地下水をくみ上げるような

形。こういった利用形態になっております。東側の地域では、水源は城原川とか筑後川等

がありますので安定的なんですけれども、西側の方では重立った水源がありませんので、

地下水に依存しておりまして、取水が不安定になっている。地盤沈下の被害も発生するよ

うな状況になってございます。 

これは、赤の丸がため池のある状況で、山際に多くのため池があります。当然、佐賀平

野の南側、下の方にはため池が余りないような状況です。 

今度は昭和初期時代の上水についてご説明します。 

飲み水の上水につきましては、ごらんいただきますように、主に地下水あるいは山際等

からの湧水とか、そういったものが戦前には使われていたということです。 

今度は高度成長期時代以降の供給方法ですが、広域的な利水事業を行いまして安定化を

図る、そういった時代になってございまして、まず農業用水の状況ですが、農業用水の使

われ方としましては、筑後川のかんがい区域では、筑後川から筑後川下流用水の水を持っ

てくる。それから、嘉瀬川のかんがい区域では、嘉瀬川ダムや北山ダムから供給する。嘉

瀬川ダムからの水は、左の方に行きまして、白石の地区へ持っていく。こういった広域的

な利水事業が計画されまして、安定的な水の確保がなされております。 

それから、水道用水につきましても、佐賀東部水道では、筑後川の水を、筑後川から佐

賀市の間、この赤のエリアに持ってくる。あるいは、緑の点々で佐賀導水路が入っており

ますが、城原川や筑後川の水、それから嘉瀬川の水を使いまして、嘉瀬川の右岸の地域、

佐賀西部広域水道の方に水道用水を補給する。あるいは、多布施川を経由しまして、佐賀

市を赤丸でかいていますが、そちらの方に佐賀市の上水が補給される。あるいは、嘉瀬川

ダムから、黄色の区域ですけれども、上水道が補給される。こういったことで、昔、地下

水や湧水で使われておりましたものを、安定的に筑後川、城原川、嘉瀬川の水を使って飲

み水として使っていく、そういった時代でございます。 

それから、今度は安定成長期の供給になりますが、こちらの方では、環境に配慮した水

の利用等の要望に対して、限られた水源を効果的に効率よくうまく使うようなことが必要

となってきまして、健全な水循環を考えなくてはいけないと、そういった時代になってき

ておりまして、そのためには、総合的な水管理システムの確立とか、広域利水事業の点検、
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見直し、再編成とか、そういったものが必要となってきております。 

次に、需要の方をご説明したいと思いますが、佐賀平野の水利用の変化ということで、

昭和初期の時代は、人口の自然増によりまして需要はわずかに増加している。それから、

高度成長期につきましては、農業生産による経済活動、それから都市化等による需要が増

大した時期となっておりまして、安定成長期については需要は横ばいということです。 

横ばいのところをちょっとご説明しますが、用途別、目的別に水需要のこれからの見通

しというのを整理いたしますと、これでこの３つのスケールがちょっと違うのがわかると

思いますが、一番上が40万m３/日すね、生活用水は40万m３/日、工業用水も40万m３/日。農

業用水の方は約10培ぐらい違いまして、400万m３/日から500万m３/日というボリュームとな

っておりまして、農業用水での使われ方がかなり多いというのが一つ注意する事項です。

一応、佐賀地域ということで、４市24町３村、赤でくくった地域について整理をしてみま

した。 

生活用水の需給の見通しとしましては、平成10年から平成22年まで需要量、供給量とも

わずかに増加しておりますが、需要量の微増は、人口のわずかな増加とか下水道整備によ

る需要の増ということでございます。それから、供給量の方は、青の棒グラフの方ですけ

れども、わずかにふえておりますのは、筑後大堰からの取水の分がふえたり、嘉瀬川ダム

によりふえたりする分ということです。ここでは需要量に対して供給量の方が多いという

ことです。 

それから、工業用水の需給の見通しとしましては、これは県内全域なんですが、こちら

の方もわずかに増加している傾向でございまして、補給需要量の微増は、地下水の振りか

えとか工場の進出を見込んだ需要増。それから、供給量の増は、都川内ダムができました

ので、その分でふえた分。この資料でも、補給する需要量に対して供給量の方が多いとい

うことです。 

それから、農業用水の需給見通しですけれども、これは佐賀地域ですが、こちらも平成

10年から平成22年まで、取水量は減少しておりますが、供給量はふえております。しかし、

平成22年には需要と供給が大体同じになってくるということを想定しております。これは、

日平均取水量につきましては水田面積等の減による減少、それから供給量の増は嘉瀬川ダ

ムによる増ということで、将来を考えた計画になっております。この資料は、平成12年12

月の佐賀県総合計画から持ってきた資料です。 

こちらは、佐賀東部水道企業団、１市11町１村の水需要予測ですけれども、需要のふえ

る分は、人口の増あるいは下水道整備で必要となる水の量。それで、７万5,800m３/日です

が、それを10万2,000m３/日と想定しております。プラス２万6,200m３/日ですけれども、こ

ちらの方では、供給能力では現在の供給能力で十分であるということです。 
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それから、佐賀東部工業用水の水需要予測ですけれども、需要の増につきましては、先

ほどもご説明しましたが、地下水の振りかえとか工場の進出等を見込んでおりまして、こ

ちらも５万9,700m３/日から10万8,000m３/日、プラス４万8,300m３/日を見込んでいますが、

供給能力では現在の供給能力に見合った計画になっております。 

次は、安定成長期で多様化ということを先ほどから言っておるんですが、そのことにつ

いてご説明したいと思います。 

こちらは佐賀平野における新たな水需要ということで、環境的な要因がだんだん、必要

という声が出てきているということですが、この資料は、佐賀平野水問題検討会で現地の

聞き取り調査等を行いましたときの資料ですけれども、千代田町では、幹線水路と集落を

流れます水路がつながっておりませんで、集落を流れる水路の水が減りまして、水の循環

としてよくない、環境が余りよくないというふうなことを聞いております。それから、佐

賀市の南部では水路に水が流れていない状況がありまして、水質の悪化、それから景観等

が余りよくありませんで、環境的な面でよくないという状況です。 

次に、課題についてご説明したいと思います。大きな項目の２番目ですが、佐賀平野の

水利用の課題ということで、現状での課題と城原川・嘉瀬川の現状、それから今後の課題

の３項目についてご説明いたします。 

まず、現状での課題ですが、城原川を見ますと、城原川周辺地域におけるかんがい用水

と地域環境用水の取水形態を見ますと、計画したときと現在使われている状況というのが

大分異なりまして、いろんな利水への影響が出てきております。計画段階では、合口、現

在、草堰、取水堰がたくさんあるんですけれども、それをあわせまして、かんがい用水を

必要量として計画がされておりますが、その段階で地域環境用水、いわゆる集落の環境を

よくするための水、そういったものが現在位置づけされていない状況となっています。そ

れに対しまして実態では、城原川から、取水堰がたくさん、13堰ぐらいあるんですが、そ

れから可能な限りかんがい用水と地域環境用水をあわせて取水されている状況となってい

ます。 

それから、②としまして、そういった地域環境用水。城原川周辺地域、嘉瀬川もちょっ

とここに書いていますが、佐賀市街地等の水源の確保が課題となっています。 

次に、城原川・嘉瀬川の現状で、まず城原川の方からいきたいと思います。模式図をち

ょっとつくってみました。先ほど実態で草堰があると申し上げましたが、城原川の現在の

状況というのは、三千石堰が神埼町にありますが、それからお茶屋堰の間に13の取水堰、

草堰というふうに言っておりますけれども、そういった堰から神埼町や千代田町の集落に

取水されておりまして、それを経由してかんがいにも利用されている、こういった形態が

まず１つあります。 
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それに対しまして計画の方では、一応これは計画ということで、三千石堰の地点で、下

流に13カ所ある取水堰を統合しまして、かんがい用水をその上から下流のかんがい区域へ

補給するというのが現在の計画になっていまして、このところで今までは、実態の方では

それぞれの堰から地域環境用水とかんがい用水が取られていたんですけれども、かんがい

用水の分をあわせまして上流の堰から取水されるというような構図になっております。 

計画としましては、まず日出来橋の時点で河川維持流量としまして0.5m３/sを確保した

上で、佐賀導水が、筑後川から城原川、城原川から嘉瀬川の方面へ流れていくんですけれ

ども、この日出来橋地点で0.5m３/sの維持流量が流れていまして、それ以上の水を城原川

から嘉瀬川へ持っていくというような計画になっています。あとは、筑後川下流用水の方

も筑後川から城原川流域に補給されるんですが、それは城原川には落ちなくて、直接かん

がい区域に落ちるような計画になっています。 

それで、前回までは定性的なご説明だったんですが、何とか数字であらわせないかとい

うふうなことでありましたので、数字で出してみました。 

計画の方では、先ほど言いました河川維持流量というのが下の方に書いておりますが、

日出来橋地点で0.5m３/sを安定的に確保する。この水は途中で取水されることがないと考

えておりますので、そのままお茶屋堰から下流へも0.5m３/s流れるというのが１つありま

して、その上に河川流下量4,870万m３、これは、そういった維持流量もあわせて何も使わ

れずに海へ流れる分、あるいは洪水のときに海へ流れる分、そういった水の量が１年間で

どれだけあるのか、それを計算したものです。それから、佐賀導水を使いまして嘉瀬川の

方へ導水する分が１年間で1,740万m３。それから、その上に、かんがい用水として必要な

合口堰から取る分ですけれども、それが2,410万m３。こういう水の配分です。これは、昭

和35年の計画基準年があるんですが、その年の計算による水の量です。ちょっとご説明が

前後したんですが、昭和35年の１年間に流れる水の量が、一番上に書いていますけれども、

9,020万m３あります。その水の使い分けをあらわしたのがこのグラフです。 

それから、右の実態に行きまして、今度はそれに対しまして、現在、各堰から水が取ら

れておりますので、それを国土交通省の方で現地の調査をしております。それで、川から

どれだけ水が取られるかというのを過去10年ほど実態調査しまして、それを昭和35年の流

況で再現をしたのがこの量です。それによりますと、各堰から取られる分というのが大体

6,700万m３ぐらいかと。そうしますと、当初の計画でかんがい用水が2,410万m３ありました

ので、これは物すごく粗い計算になりますが、地域環境用水としては4,290万m３相当かな

というところです。 

まず、この地域環境用水あるいはかんがい用水を先取りするような形で昭和35年の流況

で計算をしますと、嘉瀬川へ導水する量が770万m３になってくる。あるいは、河川の流下
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量としては約1,550万m３が海へ流れる分。このときに、当初の予定ではお茶屋堰から下流

に0.5m３/s流れる予定だったんですけれども、0.1m３/sしか下流へ流すことができないよう

な状態になる。佐賀導水の嘉瀬川への導水につきましても、1,740万m３の計画に対して770

万m３しか導水できないような状況になります。ちょっとこの数字の水の配分計画はなかな

かご理解が難しいと思いますが、後でご質問いただきたいと思います。 

城原川での先ほどのような取水実態が、課題が解決されなければ、まずどういうことが

起きるのかということで、城原川の河川の維持流量が確保されない状態が続きます。例え

ば、計画ではお茶屋堰から下流に0.5m３/s流れるんですけれども、それが0.1m３/sになって

しまうということです。それと、佐賀導水で嘉瀬川へ導水する計画があるんですが、その

量が減ってくるという状況があります。それに対しまして、それが起こるとどうなるのか

というところで、河川維持流量に関しましては、お茶屋堰から下流は汽水域といいまして、

真水と海水がまざり合うところなんですが、そういったところの生態系への影響が出てく

る。それから、嘉瀬川水系への導水の部分が少なくなりますと、嘉瀬川水系の地域、佐賀

西部広域水道企業団、あるいは嘉瀬川筋の経済活動ということで農業等への被害が出てく

る。影響が出るということは河川から取れませんので、地下水をくみ上げたりします。そ

うすると、地盤沈下等の被害が出てくるということです。 

次は嘉瀬川の方になります。同じような見方でつくっておりまして、こちらの方では、

実態の方では、現在、川上頭首工から嘉瀬川の土地改良事業、あるいは、左の方に点々々

でかいていますが、これは嘉瀬川ダムからの白石地域へのかんがい用水なんですけれども、

こういった取水がなされておりまして、川上頭首工の方では、かんがいに必要な量に合わ

せて、ずっと流れを下りまして、佐賀市内の方に多布施川を通して流れていくんですが、

そちらの佐賀市内で地域環境用水といいますか、周辺の小さな川に流れる部分、あるいは

多布施川の維持流量の部分、それも含めまして川上頭首工から取水されております。そう

いう実態がまず１つあります。 

それで、計画の方になりますと、川上頭首工からは必要なかんがい用水を取水するんで

すが、先ほど川上頭首工からはかんがい用水と地域環境用水をあわせたところで取水する

ということを言ったんですけれども、多布施川へ流す必要な量というのは、今、石井樋の

方から工事をしておりますが、そちらの方から流すことになります。計画の方では、その

取水実態ですね、地域環境用水の量が、数字が全然異なってくるというところです。この

図ではちょっとわかりにくいですので、次にグラフで見たいと思います。 

このグラフでまた同じように全体の量を見ますと、これも昭和35年の流況なんですが、

１年間にどれだけ水が流れてくるのか。左が実態ですが、上に自流と書いておりまして、

１年間に３億7,830万m３流れてきます。昭和35年の計画としての推算の流量なんですが、

 7



それを計算すると３億7,830万m３。それから、計画の方では、新規利水の確保ということ

で、右のグラフの一番上に自流プラス計画ということで４億1,800万m３があります。この

ふえております分は、佐賀導水が完成しますとこれだけ増加すると。ダムや導水路でふえ

る流量がそれだけあります。それぞれに対して水の使い方を割り振っているというのが、

このグラフになっております。 

まず、左の実態の方で、現在、川上頭首工からどれだけ水が取られているかというのを

計算、これも取水パターン等を想定しまして、昭和35年の流況で再現した量です。ですの

で、実際にはかった量ではございませんので、物すごく粗い取水量になります。それを計

算しますと、川上頭首工からは２億7,380万m３という数字が出てまいりまして、その内訳

は、かんがい用水が、かんがい用水は計画のものを持ってきましたので、１億4,790万m３。

そして、多布施川の維持流量が１億2,590万m３、ここが推算値でございますので、とても

粗い数字になっています。そうしますと、自流が１年間で３億7,830万m３、その中で配分

をし直しますと、河川流下量としましては、海へ流れる分ですが、１億450万m３。この中

で、池森橋という地点で河川維持流量を2.5m３/s確保するようにしておりますが、60％ぐ

らいは確保することができない。2.5m３/sを下回るような現在の流況になっています、昭

和35年で計算しますとですね。 

それに対しまして計画では、基本となる昭和35年の計画につきましては、一番下に河川

流下量が１年間で１億4,170万m３あるんですが、このときには池森橋は2.5m３/sを安定的に

確保すると。あと、洪水で海へ流れ下る分、そういうのを合わせて１億4,170万m３。それ

から、先ほどから言っております多布施川の維持流量等ということで、石井樋から取水さ

れる分については、現在、ここには佐賀導水から補給される浄化用水あるいは多布施川の

維持流量、そういうのを合わせまして6,930万m３が計画上は見込まれております。その上

には、今度は利水の部分ですけれども、かんがい用水としての計画の部分が１億4,790万m

３。それから、嘉瀬川ダムの利水者であります上水、工水が１年間に取る分が620万m３。そ

れから、これも嘉瀬川ダムの利水者なんですが、白石地域へ持っていくかんがい用水が

3,240万m３。それから、その上の都市用水2,050万m３は、佐賀導水から佐賀西部広域水道企

業団へ持っていく分となっていまして、こういった計画上の水の配分計画になっています。 

ここで、左の実態でいきますと、多布施川の維持流量、これは佐賀市周辺等に流れる現

在推定される量ですが、１億2,590万m３に対して計画では6,930万m３ですので、この差が足

りなくなっている。この分を確保するということが課題になっております。 

今ご説明したものを整理しますとどういうことが課題であるのか、計画と実態の調整が

なされなかったらどうなるのかということで、まず１番目には、現在の利水計画では佐賀

市街地及び周辺への水の確保が困難になる。計画では少ない量になっていますので、その
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分が流れなくなると、佐賀市内等、周辺都市の水路へ流れる量が少なくなるということが

１つ。それから、これまでどおり佐賀市街地及び周辺の水路へ流す水を確保しますと、今

度は逆に嘉瀬川に関係する利水者、都市用水やかんがい用水へ補給する水の量が低下する、

利水の安全度が低下するというのが２番目です。それから３番目に、河川維持流量としま

して池森橋で2.5m３/sというのを想定していますが、こういった取水確保が難しくなる。

そういう３つのことで何が起こるかというと、日常生活への影響ということで、飲み水が

補給できなくなりますので、断水とか給水制限等が出てくる。それにかわる水源としまし

て地下水へもし頼るとすれば、地盤沈下とか、そういったものが出てくる。それから、経

済活動への影響ということで、主にかんがい用水が大きいんですが、そちらへの干ばつ被

害。ここも地下水をくみ上げようとしますと地盤沈下とかが発生する。あと、河川維持流

量の確保という面では、こちらの方では河道あるいは汽水域への水の確保ができなくなり

ますので、生態系への影響が出てくるということでございます。 

それから、今後の課題ということで、まずは少雨化対策ですが、これは前回にもお出し

しています資料となっていまして、先ほどから昭和35年を基本としておりますと言ってお

りますが、昭和30年から昭和40年の大体10カ年ぐらいですね、その間の流況を見ながら水

の配分を計画しておりまして、それに基づいて佐賀導水とか嘉瀬川ダムは今工事をしてい

るわけですけれども、近年の流況を見ますと、この赤の線が昭和35年の流況で、３億7,800

万m３がこのラインなんですが、近年ではこのラインを下回る年がたびたび出てきていると

いうことで、渇水の被害に物すごく遭いやすくなっているというか、そういう機会がたび

たび訪れているというのがこれでわかると思います。近年では大体４年に１回ぐらい渇水

が起こるような状況になっている。昔とは流況が大分、不足しているような状況です。 

前回、委員の方から、平成６年の渇水に対してどのくらいの被害が発生したんだろうか

というご質問もありましたので、渇水の状況あるいは対策を最後にご報告したいと思いま

す。 

これは平成６年の渇水の状況の写真ですが、平成６年では水不足が１年間ぐらい継続し

ておりまして、これは北山ダムの貯水池の状況ですが、土の山肌が見えております。大体

いつも満水しているのが、底が見えるぐらい空っぽになるぐらいの流況であったんですが、

その影響ということで、干ばつ被害とか、水稲被害とか、お茶の葉っぱの被害とか、それ

から日常生活で断水あるいは給水制限が発生しています。 

これは、農作物の被害を整理して調べてみますと、右の方が東側で、三養基郡、神埼郡、

佐賀郡、小城郡、杵島郡、ここまでが佐賀平野ということです。あとは、藤津、東松浦、

伊万里なんですが、棒グラフは作付面積となっておりまして、それに対して水色が被害の

面積、それに対する率が赤の折れ線となっていまして、神埼の方では低く、約1.5％ですが、
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西に行くに従って率が高くなっているのがわかると思います。 

今度は、上水道、飲み水に対する影響を整理してみますと、佐賀東部水道企業団が今示

しているこの赤の区域、それから西佐賀水道企業団が緑、それから佐賀西部広域水道企業

団エリア、これが佐賀導水の供給区域なんですが、平成６年の時点ではまだ佐賀導水から

取水していませんので、このときは河川の水あるいは地下水の取水となっています。その

年の被害状況を見ますと、減圧日数としては、赤の佐賀東部水道企業団では272日間、緑の

西佐賀水道企業団では27日間、それから佐賀西部広域水道企業団のエリアでは306日間の減

圧日数、あるいは断水日数は同じく14日から66日、こういう被害影響になっております。 

それから、これは、佐賀東部水道企業団での渇水の調整がどういうふうに行われたかを

整理しますと、平成６年の渇水では、平成６年の７月から329日間ですけれども、12時間断

水が14日間、そういった対応がありまして、約９万人への被害が出ている。あとは、平成

７年の冬季渇水、平成11年の冬季渇水、平成14年の渇水となっていますが、平成14年では

平成14年９月から213日間の渇水調整期間。対応としましては、取水制限、それから自主的

な取水制限、減圧ということになっています。平成14年渇水の対応としましては、鳥栖市

の方では貯留水の活用ということで、鳥栖市が抱えていますダムの水を使ったり、あるい

は３つの企業団の総合運用といったもので対応、対策を当てているということです。 

（プロジェクター終わり） 

以上で佐賀平野の水利用について、非常にわかりにくかったと思いますが、ご説明を終

わります。 

○荒牧委員長 どうもありがとうございました。これは、同じものが皆さんのお手元に配

られていると思っていいですね。 

 それでは、ご質問あるいはご意見がありましたら、この資料の方のページを示していた

だいてご質問いただけると皆さんと一緒に見られると思いますので、質問される方は、ど

のページのどの図面についてご質問されているかをまず明らかにしてからご質問をいただ

きたいと思います。非常に長い説明でしたので、いろいろお聞きになりたいこと、それか

ら定量的なものがいっぱい出てきて、それが意味するところというようなことがまだ必ず

しも十分にご理解いただけていないかと思いますので、まずどのページのどの部分につい

て質問されているかを発言された後ご質問いただければと思います。それでは、どうぞよ

ろしくお願いします。 

○竹下委員 何点かちょっと教えていただきたいんですが、嘉瀬川と城原川の関係につい

てなんですけれども、まず１点目は、16ページの右側の現状での水利用（実態）というこ

とで、嘉瀬川への導水量770万m３ということになっているんです。ちょっと私、聞き落と

したかもしれませんが、この770万m３というのは、横落水路を伝って嘉瀬川流域に行く水

 10



のことなんでしょうか。それを一つ教えていただきたいのと、19ページで嘉瀬川への導水

量の総量が2,070万m３、一番右の方に書いてありますが、これは城原川から嘉瀬川に導水

される水の計画流量なんでしょうか。 

 それと、自流が３億7,830万m３に対して導水量が2,070万m３で、約４億m３弱になるんです

が、右側の計画の一番上の方には自流プラス計画で４億1,800万m３となっていますので、

この差は何なのかを教えていただきたいということです。 

 それと、基本的な質問で、嘉瀬川と城原川の方に導水事業の計画で0.1m３/sを融通する

ようになっていますが、これは基本的な考え方は、もう一度確認したいんですけれども、

城原川から嘉瀬川へ0.1m３/s導水するのが最優先されるんでしょうか。その点について教

えていただきたいんですが。 

○事務局（辰本） それでは、ご説明いたします。 

まず１点目で、16ページの嘉瀬川への導水量770万m３ですが、これは計画では、日出来

橋の下流に中地江川というのがあるんですが、中地江川が佐賀導水の導水口になっていま

す。この前、コイヘルペスでコイが出てきたところですけれども、あの下流に城原川の取

水堰か、何か取水する施設をつくりまして、そこから嘉瀬川の方に城原川の水を導水する

計画でございますので、横落から導水するというのは、そうではないと。横落の方はかん

がいばかりですので、飲み水の都市用水は中地江川から取水するというようなことです。 

それから、２番目が…… 

○荒牧委員長 今の770万m３の現状は何ですかという質問もありましたが。770万m３の現状

は何を意味しているんですかという質問もありましたので、答えていただけませんか。 

○事務局（辰本） ちょっとご説明が不十分だったんですが、16ページの左の計画と右の

実態というのは、実態の方では、かんがい用水と地域環境用水の実態を調査して推定した

量が6,700万m３あるんですが、それを先に取ったものとして佐賀導水の計算をしますと、

本来、計画でいけば1,740万m３なんですけれども、それが770万m３しか導水ができなくなる

という見方でございます。 

○荒牧委員長 現在、嘉瀬川に770万m３送られているということではないという意味です

ね。 

○事務局（辰本） はい。現在はまだ佐賀導水ができていませんので送られておりません

が、昭和35年の流況で再現計算をしてみたと。もし昭和35年の流況で流れるとすればどの

くらいになるかを試算してみると、1,740万m３が770万m３しか導水できなくなる、計画がこ

ういうふうに変わるということをご説明したかったわけですが。 

○荒牧委員長 竹下さん、よろしいですか。わかりますか。結局、上の方は現状、それか

ら下も現状、それでいいですか。上というのは、各堰からの取水を全部合わせた2,410万m
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３プラス4,290万m３が現状。それから、河川維持流量0.1m３/sを現状として、あと残りがこ

れくらいしか残りませんとおっしゃっているということでいいですか。 

○事務局（辰本） そうですね。実態の取水実態に合わせて将来の計画を…… 

○荒牧委員長 現状ではなくて、現状に上と下を優先させると、真ん中がこれだけしか来

ませんということでいいですか。 

○事務局（辰本） そうですね。 

○荒牧委員長 それでいいですか。いいですね。 

○事務局（辰本） はい。 

○荒牧委員長 竹下さん、わかりますか。 

では、続けてください。 

○事務局（辰本） ２点目が19ページでよかったと思いますが、19ページの導水量計、こ

れは佐賀導水で計画としてどれだけ嘉瀬川に流れ込むのかと。ですので、これは城原川の

水あるいは筑後川からも取水しますので、それが１年間で何m３流れ込むかというのを横に

添えて書きました、昭和35年の基本となる計画ではですね。ですので、城原川だけの水で

はなくて、導水はつながっていますので、筑後川からも引っ張ってきますので。大体、水

の使い方が、まずは嘉瀬川の水を使いまして、嘉瀬川の水がなくなったら佐賀導水で城原

川の水を引っ張ってきます。城原川の水がないときは筑後川の水を持ってくるというよう

な計画で、その佐賀導水として流れてくる量が１年間で2,070万m３ありますというふうに

わかるようにしました。 

 それと、一番上の数字の高さが違っている部分、何で３億7,830万m３から４億1,800万m

３になるんだろうというところですけれども、まず自流の３億7,830万m３は嘉瀬川だけの水

なんですが、この上に先ほどの2,070万m３、これは城原川と筑後川の水ですが、これをま

ず足します。それでも足りません。これは、実は現在、嘉瀬川ダムが計画されておりまし

て、昭和35年の計算をしたときに、ダムにたまっている水を使ってしまって回復しない期

間があるんです。ちょっと説明が難しいんですけれども、昭和35年から昭和36年までにダ

ムが減った水を回復させようとしているので、要は貯金を使った部分というふうに思った

らいいんですが、その部分を足すと４億1,800万m３になります。普通だと、ダムは、新し

くダムの水がふえるというふうにもしかすると認識するかもしれませんけれども、一遍た

まった水は、使うとまたその年の水で回復するので、結局プラス・マイナス・ゼロになる

はずなんです。使う時期を調整するだけがダムの目的ですので。しかし、昭和35年は、使

ってしまって回復するのが次の年までかかってしまうものですから、今、昭和35年の流況

だけを、全部で３億7,830万m３なんですけれども、次の年の分の量にかかると。ちょっと

ご説明がなかなか難しくて、すみません。 
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○荒牧委員長 もう一つありましたか。いいですか、竹下さん。 

ほかの方、どうぞ。 

○蒲地委員 先ほどの竹下さんの質問に関連いたしますので、まず16ページからちょっと

お伺いしたいと思いますけれども、現状の利水実態というときには、地域環境用水の4,290

万m３という数字をここに示してございますね。各堰からの取水おおむね6,700万m３のうち

地域環境用水を4,290万m３取水されているということで、計算上なのか、測定結果なのか

はわかりませんけれども、いずれにしてもそういう数値を示してございます。しかしなが

ら、左側の計画については、この地域環境用水4,290万m３というのはどこに位置づけをさ

れているのか、この河川流下量4,870万m３の中に入っているのか、そこら辺の説明をまず

していただきたいと思います。それが１点でございます。 

 それから、これは前回の委員会でも私、質問をいたし、お尋ねをしたわけですけれども、

14ページに「城原川周辺地域におけるかんがい用水と地域環境用水の取水形態」と書いて

ございます。中ほどをずっと飛ばしていきますと、実態につきましては「城原川から可能

な限り」と書いてございます。これは、既得水利権の範囲内という意味合いかなと私は理

解しますけれども、実態としては、かんがい用水と地域環境用水が三千石堰なり、あるい

は草堰から取水をされている。それはそうだろうと思います。次に、ここに計画と書いて

ございまして、「合口堰により、かんがい用水を必要量に限定して取水」としてございま

す。それで、この「合口堰」と書いていらっしゃるのは、農業用水取水側で合口をやって、

かんがい用水だけを取水するという意味合いで書いてあるのかどうか。もしそうであると

するならば、「地域環境用水が位置付けされていない」というふうに書いてございますけ

れども、これは、もう一つ戻っていただきますと、４ページの方の一番上のところに安定

成長期というふうに書いてございますね。昭和初期、高度成長期、安定成長期と。くしく

も、この安定成長期のところに「環境意識の高揚」と書いてございます。 

私が思いますには、佐賀導水なり、あるいは筑後川下流用水事業等々が計画される時点

においては、こういう環境に対する配慮といいましょうか、意識というものは、今日ほど

強くなかったんじゃないかと思います。そういうことからして、当時の計画時点では、こ

の地域環境用水等々についての計画というのはどの事業にも含められていないんじゃない

かというふうに思います。そういうことからしますと、ここに表現してございます計画の

ところの、こういうものが位置づけされていないというのが課題という言い方はおかしい

のではないかということで、前回も私はこれをご質問しましたけれども、依然として書い

てございます。そこについて再度ご説明をお願いいたします。 

以上３点お願いします。 

○事務局（辰本） まず、16ページで、地域環境用水4,290万m３が計画の方にないと。こ
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れは、確かに昭和35年の当初の計画では入っておりません。その当時は、そういった水の

開発が、経済活動ですね、既得の農業水利とか、都市用水に必要な量とか、あるいはその

とき河川の環境的な面では河川維持流量というのを想定して、その川での水の配分を計画

しましたので、右の地域環境用水という部分については、当初では計算されておりません。

ですので、近年は安定成長期ということで環境意識の高揚という意識が高まっております

ので、よくよく河川の実態を見ますと、地域環境用水というのは、集落の小さな川を、生

活の水路を流れ下っていく部分というのがだんだんとわかってきまして、そういった水の

確保が必要だということを思っておりまして、その使い方とか、どのくらい要るのかとか、

そういったものを徐々に調べて確保していかなければならないのだということで課題とし

ております。それを完全に無視する、要らないというふうには言えない時代になってきて

いるということで、課題の方で、括弧書きなんですけれども、挙げさせていただいており

ます、そういうのはもう必要ないというふうに思っているのではないという意味でですね。 

○荒牧委員長 蒲地さん、確認ですけれども、先ほど慣行水利権の範囲内と言われたのは、

どの部分のことを指しておっしゃっているんですか。 

○蒲地委員 14ページの実態のところに、城原川から可能な限りかんがい用水と地域環境

用水を現在取水しておりますと書いてございます。これについては、かんがい用水につい

て申しますと、それはいわゆる既得水利権で現在取水していることを示してあると私は理

解しますというふうに発言をしました。 

○荒牧委員長 それは、16ページで言う2,410万m３の分ですか。 

○蒲地委員 はい、そうです。 

○荒牧委員長 そして、地域環境用水4,290万m３も慣行水利権の範囲とおっしゃったんで

すか。 

○蒲地委員 いえいえ。 

○荒牧委員長 それは違うということですか。 

○蒲地委員 はい。実態としては、ここに書いてございますように、農業用水と地域環境

用水をあわせて、草堰あるいは三千石堰、頭首工等々から取水されているのが実態だと思

っております。 

○荒牧委員長 これは実態ですよね、16ページの分は。 

○蒲地委員 はい。ただ、右側の計画の中で河川流下量4,870万m３、これが海に流下する

量ですよという説明が先ほど行われたというふうに、私はちょっと聞いたんです。そう聞

くと、お茶屋堰から下流に、これだけの量が全部海に流れていくのかなという疑問点があ

ったんです。そうじゃなくて、そのほかに現在も地域環境用水として草堰等で取水されて

いる量もあるだろうから、この4,870万m３の中には地域環境用水も、量は幾らかわかりま
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せんけれども、この4,290万m３とすれば、その分は含まれているのではないでしょうか、

含まれていますか、含まれていませんかという質問です。 

○荒牧委員長 いいですか。 

○事務局（辰本） はい。ちょっと私もご質問が理解できなくて。 

左の昭和35年のグラフは当時の計画ですので、かんがい用水、それから嘉瀬川の導水と

してこれだけ使うという部分で、計算上、河川流下量としては河川維持流量を含めて海へ

流れる、そういう考えを持っておった。しかしながら、実態の方では、棒グラフを見ると

すぐわかると思うんですが、その部分については、現在、地域環境用水の方に流れている

というふうに思っていいかと思います。ですので、左のはあくまでも計画ですので、計画

の時点では地域環境用水というのを考えてございませんでしたので、計画上は、そのまま

海へ流れる、あるいはこの水を使って、いろんな使い方ができるというふうに思っておっ

た。しかしながら、実態の方ではその部分が地域環境用水に相当使われているというふう

に思っていいかと思います。 

○蒲地委員 わかりました。 

○荒牧委員長 では、先ほどの続きはいいですか。よろしいですか、蒲地さん、14ページ

の分も。これは設定されていなかったということでよろしいですね。 

○事務局（辰本） そういうことです。 

○荒牧委員長 それで、今問題にしているのは、今の時点で見れば問題だというふうに思

っていると。課題として挙げているけれども、昭和35年当時のところの計画ではその考え

方はありませんでしたということでよろしいですか。 

○事務局（辰本） はい、そういうことです。かんがい用水と都市用水、あるいは河川に

必要な維持用水しか見ていなかったと。 

○蒲地委員 そういうことであれば、ちょっと表現の仕方が非常に細かいことで申しわけ

ないんですけれども、いろんな計画がなされて、いずれの計画にも当時、地域環境用水が

位置づけされていないという表現が正しいのではないかと思うんです。ここで「合口堰に

より」と書いてございますと、ちょっと余り、被害者意識的な発言で非常に申しわけない

んだけれども、ちょっと誤解を招くんじゃないかと思います。だから、いろんな事業が、

この前も申しましたが、国土交通省の事業なり農林水産省の事業、いろいろやられてきた

けれども、当時の計画の時点では、こういう地域環境用水というのはいずれの計画にも含

まれておりませんでしたと。だから、現時点ではこの城原川流域でもこの問題を解決しな

ければならない、課題の１つですよと、そういう表現にしていただきたいと私は思います

けれども、いいでしょうか。 

○事務局（辰本） わかりました。 

 15



○事務局（川上） それは、②に地域環境用水の水源の確保と書いているじゃないですか。

そこのところの兼ね合いの説明が不十分だったものですからわかりづらかったと思うんで

す。ただ事実関係の計画と実態だけを言っていて、両方をあわせて説明しないとわからな

かったんですよね。そこのところの説明が不十分だったと。 

○荒牧委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、桑子先生、お願いします。 

○桑子委員 ただいまのご質問ともかかわると思うんですけれども、基本的なことで、ご

説明であったかもわからないんですが、十分理解できませんでしたので質問いたしたいと

思うんですけれども、ご説明の中で計画と実態、あるいは現状というのがあります。計画

というのは、昭和35年の計画ということですけれども、これと現状、例えば16ページを見

ますと、計画と現状での水利用というのを比較してありますが、こういうふうに比較され

る意図というのがどこにあるのかがちょっとよくわからないんです。この昭和35年の計画

というのは、いつ、どのようにして、だれが主体になってつくったものなのか。これは今

も生きているということなんでしょうか。高度経済成長期以前、以前といいますか、それ

を支えるために計画されたものだと思うんですけれども、その時代の計画は、どの程度整

備が実行されて、現状はどうなっているのかということも伺いたいと思います。 

それで、そういう古い時代の計画ですけれども、自流総量9,020万m３とありますが、こ

れはあれですか、昭和35年計画当時で現在の流量を想定した内容なんでしょうか。現在の

自流総量と一致しておりますけれども、どういうふうにこれは一致しているのか、どうし

て一致しているのかがちょっと理解できないものですからお尋ねします。 

それで、その中に先ほどの合口の話もありましたけれども、この昭和35年の計画の中で

は、例えば堰は合口化するということも含まれているんでしょうか。例えば、三千石堰、

石堰、草堰をなくすということまで含まれているのかどうか。 

それから、もう一つよろしいですか。ただいまの蒲地さんのご質問と重なるところだと

思うんですけれども、地域環境用水というのは意味はわかるんですが、これは正確にはど

ういうふうに定義されるんでしょうか。そして、その流量というのは実際にどのように計

測されるんでしょうか。農業用水だったら、実際にどういうふうに計測するかというのは

想像はつくんですけれども、環境用水をどういうふうに計測しているのかということを伺

いたいと思います。 

それから、これまでいろいろ伺った中で、農業用水等、水は足りているというようなお

話を伺ったような気がしますけれども、今日のご説明は、そういう利水、特に農業用水に

関してはどういう判断をお持ちなのか、その辺がはっきり伺えなかったんじゃないかと思

いますが、それも伺いたいと思います。 
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○事務局（川上） 皆さん、共通する話のようなので、もう一回、図でちょっと簡単に。 

 （プロジェクター） 

 まず、桑子先生が言われた計画と実態、これは何なのかということです。計画というの

は、まず城原川ですけれども、これは全国的にそうなんですが、高度経済成長期に、飲み

水とか、農業用水とか、経済活動の水をたくさん確保しないといけない時代があります。

この城原川水系でも、昭和35年というのは、昭和35年の雨の降り方、流況で計画をされた

ということです。実際計画が立てられたのは、昭和40年代の後半から昭和50年代に計画さ

れていますけれども、昭和35年の雨を使って水をどう確保するかという計画がされたとご

理解ください。実態の方は今の状態だと思っていただけばいいです。 

それで、その間に計画と実態でどう違うかということですけれども、計画は、農業用水

で言いますと、筑後大堰から今まで淡水取水で取っていましたが、不安定だったものです

から、大堰から、山際からずっと下流に流すような計画がされるわけです。それによって、

東から嘉瀬川まで広域的に農業用水が安定的に確保されるようになるわけです。これは大

分、ほとんどできつつあります。それと、佐賀導水事業というのがこのブルーであります

けれども、これもどちらかというと筑後川は水源が豊かです。佐賀県は、西の方に行きま

して、六角川が、これは水源で使えません。ですから、西の方が不安定なんです。ですか

ら、東側から、ほとんど東から西、一部西から東にも行きますけれども、流況を調整する

ための事業なんです。まさに、東側が豊かで、西側の不安定なところを広域的にカバーし

ようという事業ですけれども、これも大分進んでまいりました。まだ完成していません。

そういった状況で現状があるわけですけれども、その現状と計画どおりいった姿がどう違

うかというのを比較しているわけです。 

そして、大きく違いますのが、見ていただきますと、緑の、たくさん、これは草堰で、

今まで議論になってきましたけれども、草堰がある、草堰がない、これが大きく違います。

なぜこういうふうにないようにしたかというと、もともと、時代の背景で言いましたよう

に、蒲地委員からもありましたけれども、昭和40年代から昭和50年代、今、事業がなされ

ている計画はまさに経済的な水を最優先にしたいと、こういう時代背景だったわけです。

ですから、農業用水を中心にし、飲み水を中心にする。ましてや河川の環境というところ

は、まあ、維持流量の確保は検討はありましたけれども、この流域の水路の日々の水とい

うんですかね、集落に流れる水とか、そういった水は位置づけされていないんです。これ

は全国的にもそうです。佐賀平野だけではありません。 

そういうふうなことが計画上なされているんですけれども、実態はどうかというと、現

地で見ていただいたように、これは天井川で、草堰から、ゲートがあけっ放しになってい

て、河川の水が多かったらどんどん入りますし、河川の水が少なかったら少ない。要は、
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ジャージャー漏れというか、川から流域の方に全部入るような仕組みになっているわけで

す。それで、この水が何なのかというと、ずっと集落の中を入って、クリークに落ちて、

クリークから農業用水に使われている、これが実態なんです。しかし、計画上は、できる

だけ城原川の水は下に流す、維持流量を確保した上でなおかつかんがいの水を取って、足

りない分を筑後川から持ってくるという計画になっていたんですけれども、実態は、これ

はエネルギーを使わずに自然に水が入ってきますから、楽に入るわけです。しかし、一方、

こちらはポンプでくみ上げないといけませんから、維持費もかかる。実態上は、こちらの

方を、かんがいと集落に流れる水を一緒になって使っているという実態なわけです。しか

し、計画は、維持流量を確保して、かんがいの筑後川下流用水と相まって、必要な量だけ

しか取らないという計画になっているものですから、その水の使い方の差がどうなるかと

いうことが課題になるわけです。その課題が、先ほど言いましたように、佐賀導水によっ

て城原川の水も西側に送る計画になっているものですから、先ほど説明したように、嘉瀬

川の方に送水する水の量が減るわけです。それが一つ影響がありますよと、こう言ってい

ます。 

それで、数字的なものはいろいろ議論があって、ご質問が竹下委員からありましたけれ

ども、数字のことはまた議論していただければと思うんですが、今申し上げたいのは、こ

ういう差があるということです。これは、当時の事業が悪かったということではなくて、

環境に対する配慮が計画上入っていなかったわけです。しかしながら、地域の方々からす

れば、楽に水が入って、集落の水も要るわけですから使っておられるわけです。この実態

と計画のミスマッチをどういうふうにするかというのが課題だと。それを量的に言えば、

計画上は草堰から入っている地域環境用水の量が位置づけされていませんから、この量の

水源の確保というのが今日的に見れば課題となるのではないかということで、その前のペ

ージの課題の中で申し上げたと、こういうのが実態であります。 

それを量的に言えば、今言いましたように、計画は、昭和35年の雨が降ったとき城原川

の流況で計画されていますが、かんがい用がこれだけ使えますと。それで、残りのかんが

いで足りないのは筑後川下流用水から来るわけです。筑後川から来るようになっているわ

けです。そして、嘉瀬川にも、嘉瀬川の方が厳しいものですから、こちらに応援をします

というのがこれですね。その他は、維持流量を確保しますから、河川に流れる。しかし、

これが多いなと蒲地委員が言われましたけれども、これはどういうことかというと、その

ときに城原川の議論もあって、雨が降ったとき一気に流れるわけですね、だからそういっ

た水も入っています。 

それと、こちらは現況はどうかというと、草堰からこう入っていますから、実態上、集

落の水とかかんがいもこれ以上にクリークに落ちているはずです。そういう状況が１つあ
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って、結果的に嘉瀬川に送る量が減っている。これが一つの、どうとらえるかですけれど

も、量が減っている。それと、維持流量も、お茶屋堰まで草堰がありますけれども、お茶

屋堰から下流が顕著です。お茶屋堰から下流で流れる量が大きく減っている、こういうの

が実態としてある。これはわかっていただけると思います。 

 それで、課題が、城原川の維持流量というのは、これはお茶屋堰から下流と思ってもら

ったらいいです。下流の量が減った状態がずっと続くということです。それと、佐賀導水

事業効果と言っていますけれども、嘉瀬川に送る計画になっている量に影響がある。これ

が１つです。そういうことがどういうことかというのはここに書いてあるとおりです。 

 今度は嘉瀬川ですけれども、嘉瀬川の問題も構図は一緒なんです。今の事業が全部、昭

和40年代から昭和50年代ですから、環境に配慮した計画になっていません。ですから、地

域環境用水というか、集落。そして、嘉瀬川では、大きな問題は佐賀市街地です。実態上

は佐賀市街地に水が今流れています。しかし、計画上は、流さないということではなくて、

その水をだれも意識的に確保しなかった。ですから、今から考えれば、その水の手当てが

ないから、今はもう全部、嘉瀬川には、利用する水は全部色がついているわけですけれど

も、市街地の水というのが安定的に流れるような構図に今なっていないんです。これにつ

いては、嘉瀬川水系でまた別途協議会をつくって、この水をどう確保するかという議論を

今やっています。構図としては同じですけれども、実態として佐賀市街地の地域環境用水

の位置づけがないから、今は流れていますけれども、この水を流した上で今の計画が、上

に北山ダムというのがあります。北山ダムは、この緑色の嘉瀬川から水を今取っている嘉

瀬川土地改良事業というのがありますけれども、この土地改良の方で水を使っておられま

す。嘉瀬川ダムは、白石平野は地盤沈下で有名ですけれども、地盤沈下で大変です。これ

も何とかしないといけない。それで、こっちに水が行きます。そうすると、この水が手当

てされていないと、当然、嘉瀬川を利用する方々が、水争いと言ったらちょっと大げさで

すけれども、逼迫してきますよね、そういった問題がある、こういうことを先ほど説明さ

せていただきたいということです。 

 それで、それを量的に、年間、嘉瀬川に流れる量、ボリュームを見ていただいたら、今

の計画は、川上頭首工からは北山ダムとのあれで、これも実際取られている既存の計画で

す。嘉瀬川ダムによって白石の方に水が行きます。それと、都市用水も確保されますから、

これは確保すると位置づけがされているわけです。それで、維持流量。今、嘉瀬川の水が

余り流れていませんが、これも何とか川らしくしようというふうに計画をされていまして、

維持流量を流すようになっています。そうすると、結果的に、今開発する量の中で多布施

川の維持流量をとっていますけれども、多布施川から市街地に流れる量がこういうふうに

減っていくことがおわかりになると思うんです。しかし、これでいいかどうかということ
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を言っているわけではなくて、たまたま時代の流れの中できちっと水の位置づけをされて

いなかった課題が残っている、これをどうするかというのが今の大きな課題になっていま

す。これは、別途、今、嘉瀬川水系の協議会でやっております。これは私が会長になって

やっているんですけれども、こういうふうな問題があるということであります。 

（プロジェクター終わり） 

今のでおわかりいただけましたか。申し上げたいことをご理解、そこまでちょっとご確

認をして具体的な話に。 

○荒牧委員長 今のは概略をお話しいただきましたけれども、個別のことで、先ほど桑子

さんが言われた9,020万m３が同じ理由はなんですかということと、地域環境用水というの

はどうやってはかったんですかということをお答えしていただけませんか。 

○事務局（川上） この意味ですか。 

○桑子委員 はい。 

○事務局（川上） これは、降った雨が城原川に流れてきますけれども、その総流出量と

思ってください。だから、昭和35年で計画を立てたということで、昭和35年、365日雨が降

って、城原川を流下してきたトータル量ということで理解してください。そうすると、そ

のトータルの量の中で、かんがい期にはかんがい用水にも使われているし、嘉瀬川にもこ

うしたいと、こういうふうなことで、城原川を流下したトータルの量、１年間ですね、そ

のトータルボリュームというふうにご理解ください。 

 それと、地域環境用水というのは、これも概念的には、今、別途、嘉瀬川の協議会でや

っているという中で、我々は佐賀市街地の水とか農村集落の水の確保という課題を意識し

ているわけですけれども、この水を地域環境用水と呼ぼうと、こう言っています。これは、

昔は洗い水とか、いろいろ使われていましたけれども、我々が言っているのは、町の空間、

水路網、それとか集落の水路網に、環境上ある一定の量が流れるべきである、その量を概

念的に言っています。その量をどうはかるかというのは、はかっていません。ですから、

これは、今、実態としてこのくらい草堰から流れている量ということで、流れている量が

集落の水とかかんがい用水に使われていると、そういう総称になろうかと思います。 

○荒牧委員長 結局、右側の緑の部分は、水がそっちに行っていることはわかっているけ

れども、左側の緑の部分を、そこで横線を引いてしまったら残りがこれだけということで

引いただけでしょう。 

○事務局（川上） そうです。 

○荒牧委員長 そうですよね。わかりますか。そういうことだそうですけれども、先ほど

からこの部分でもめていますが、よろしいですか。桑子さん、いいですか。 

○桑子委員 もう一つ、そうしますと、草堰が地域環境用水を供給しているという解釈も
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できるということなんですね。 

○事務局（川上） 今日的な結果としてはそういう位置づけになろうかと思います。ただ、

水の位置づけ、水というのはどちらかというと歴史的にずっと積み重ねで利用されていま

すよね。前から使っている人に迷惑をかけないように新しい人が使うというシステムにな

っているわけですけれども、そういうふうなあれからすると、ある時期に計画が変わる、

全国的に変わったわけです。環境用水を少し削ってでもかんがいに使う、飲み水に使う、

こういう時代だったわけですけれども、ここはたまたま事業がなされずに現在に至ったも

のですから、そのままの状態で来たと。それがよかったか悪かったかということは別とし

て、現時点で水問題を考え、認識をするとすれば、今のこういう課題が認識される、こう

いうことでありまして、これをどうするかというのを行政課題にしないといけないと思っ

ています。 

○荒牧委員長 ほかの方、どうぞ。 

○松﨑委員 関連なんですが、今のでいくと、計画段階では地域環境用水というものが概

念になかった、しかし実態としては環境用水というのはもう取られておったんだという受

けとめ方でよろしいんですか。 

○事務局（川上） 取られたというのは何か盗んでいるような感じがしますけれども、実

態としては昔の慣行的な水の使い方でずっと残ったわけです。ただ、ある時期から、慣行

的な水の使い方もその時代に合った水の使い方に変更していくわけですね、いろんなとこ

ろで。しかし、変更されないまま昔の使われ方がずっと続いているということであります。 

○松﨑委員 ということは、実態として、右の図面のグリーンの部分ですね、それはその

まま左にスライドしてもいいということですか。 

○事務局（川上） というか、当時の計画はそうなっていたんです。ただ、今日的に、時

代の総括で説明しましたように、高度経済成長期はそういう使い方を皆さん合意でやって

いたけれども、今はやっぱり地域の水が要るよねと。新たなニーズだと我々は受けとめて

いるわけです。そうすると、どういうふうに整理するかというのが今後の課題だというこ

とです。ですから、これからこれに移行すべきだと主張しているわけではないんです。 

○松﨑委員 今後の課題だということで理解いたします。 

 それからもう一点、地域環境用水というのがぐんと関心を高めてきた、これは事実だと

思っています。ただ、我々が考えるときには、河川流下量4,800万m３が1,500万m３、この違

いというのは物すごく大きいんです。0.5m３/sが0.1m３/s。それで、環境用水は日が当たっ

ているけれども、肝心な汽水域に流れ込む河川流下量と、汽水域に流れるですよ。したが

って、さっきの嘉瀬川の場合でもかなり上流の地点でもって何m３/sだとしていますが、あ

の下には４つの取水がありますよね、上水道を含めて。たしか４つぐらいかかっていると
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思います、徳万に。その上の方で維持流量が幾らだ、幾らだと言っても、実際的には流れ

ていないのが実態ですよね、嘉瀬川の場合。その辺も、議論していくなら、今後の課題の

中に大きく、ひとつ考えていただきたいと思います。 

○事務局（川上） ですから、当時は、河川の維持流量というか、最低このくらい確保し

ようねという計画にはなっていたわけです。当時からもうこういう状態か、これはヒアリ

ングで事実関係は、私もきちっと現地を見ているわけではないんですけれども、お聞きし

ていると、昔は、筑後川下流用水ができる前は不安定だったから、大事に上下流でバラン

スをとりながら取られたと。ですから、この量が若干ふえてきているようなお話のようで

すね、昔はこのくらいだったとか。どなたか委員が言われましたよね、昔はお茶屋堰から

水が落ちていたとか言われた方がおられたと思うんですけれども、そういうお話からも、

総括すると、この黄緑がここまで来ていますが、ちょっと前は量が少なかったような感じ

がします。だから、そこは水の管理が、今はあけっ放しになっていますから、その管理の

問題かもかもしれませんし、地元のいろんな問題があるかもしれませんけれども、実態は、

ヒアリングからはそのように推定されます。 

○荒牧委員長 松﨑さん、いいですか。 

○松﨑委員 はい。 

○荒牧委員長 それでは、藤永さん。 

○藤永委員 今の関連ですけれども、13ページですが、千代田町、幹線水路と集落内水路

の不連続による水量減という形で出してありますけれども、もちろん草堰からクリークに

入って、そういう集落の中を流れる環境という考え方はいいんですが、むしろその量では

なくて、いわゆる農業の生産性に絡んだものじゃなかろうかと、その結果によるものだと

思っておりますので、今まで草堰が大きな役目を果たしていたんですけれども、それが少

しずつ生産基盤を高める中でそういう変化をしていったんじゃないかと私は解釈しておる

んですが、その辺に関していかがでしょうか。 

○事務局（原） 生産基盤との関連もございますようなので、私の方からご説明いたしま

す。 

 確かに、佐賀平野のクリークを利用したかんがいというのは、水が基本的に不足してい

たものですから、クリーク地帯ではいっぱい水をためて、洪水が起きたときでも万やむを

得ないというような形で、用水を優先した形で農業がなされてきていたわけですけれども、

こういう基盤整備でそういうことも解消しようということで、田面下１ｍに水位を下げて

農業用水の確保を図ろうと。そのことは、ひいては洪水の防止にもつながる、稲の生育上、

非常に良好な結果にもなるということで行ったわけです。そのことが一方では、集落内に

ある水路が、従来はいっぱいためていたときにはある程度水位があったのが、１ｍ下げま
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すと同時に、水路が連続しておりますので、水位も下がるということで、集落内の水路自

体が、いわゆる底が浅い場合には非常に水が不足する、水が回らない、こういうような状

況が起きてああいうことにもつながっているかと思います。このことを両方満足するよう

な方法が経済的にあれば一番よかったんですけれども、そのことについては今後の課題と

して、特に集落内の環境については何らかの手だてを考えていかなければいけないかなと

思っております。それと同時に、そういう中では、１つは集落内の水路も底を少し深くす

るとか、いろんな方法も考えていかなければいけないと思っております。 

 それと、地域環境用水で非常に問題になっているのは、例えば河川のすぐ近くあたりが、

草堰によって取水された水がその集落を通って流れているということで、現在の基盤整備

の状況は、むしろ河川のすぐそばには幹線水路は掘っておりません。農地の中心部に幹線

水路を掘っておりますので、その幹線水路から河川のそばの集落にはなかなか流れていか

ない水の流れになっている状況でございます。よろしゅうございますか。 

○藤永委員 ちょっと関連して、私は専門家じゃないのでわからないんですけれども、草

堰がいかに今の農業に役に立っているかというところ、私はかなりの面積を農業生産の中

で占めているんじゃないかと思うんです。その辺がちょっと、どうもあれはほかから持っ

てきた水でみんなやっていますよという考え方みたいな、私はよそから持ってきた水とい

うのはプラスアルファだという考え方を持っておりますので、草堰によってここの農業基

盤というのは成り立っているんじゃないかと思っておるんですけれども、間違っておりま

すか。 

○古賀委員 そこは農林部に答えてもらった方がいいんじゃないですか。 

○事務局（原） 確かに従来から、現在もそうですけれども、草堰から城原川の農業用水

というのは取水するようになっております。かんがい用水のみを合口する計画もございま

したけれども、量的には、どういう取り方をしようが、一応、計算上の形としては変わら

ないと思っております。草堰から取られた水、もともとかんがい用水と環境用水というの

は公用として区分しがたいところは確かにあると思うんです。流れる過程でもって環境用

水になるし、城原川の筋で言えば、実態として、環境用水として役割を果たした後にクリ

ークに流れ込んで農業用水にも使われるというような状況になっているかと思うんです。

そういう意味では、草堰から取水されたトータルの水が農業用水にも役立っているという

ことは言えるかと思います。 

 ただ、先ほどからいろいろ問題になっております、昭和35年という一つの干ばつ時期を

想定した年度での計算でいきますと、城原川を流れている水の中で取水をして、なおかつ

淡水の、●右側にも（？）ございますけれども、筑後川から水を持ってきて、トータルと

して農業用水が確保されるということになっております。 
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○荒牧委員長 ちょっと解釈のことはそれぞれの委員の方が違う可能性があるから、藤永

さんみたいに言われると、その解釈、自分はこう考えているというのは、今、定量のとこ

ろで話をしているから、定量のところでちょっと議論を進めていただけませんでしょうか。

解釈については、多分、蒲地さんの方からもまた意見、反論が出てくるだろうし、いろい

ろなことが考えられますので、現状でどう解釈するかということは。 

○事務局（川上） 河川管理者が実態を今から報告した方がわかりやすいと思います。 

○荒牧委員長 はい。話をしていただきます。 

 それでは、もう一人だけ、白武さんの方から質問を後で、後でまたもう一つ定量的なも

のがありますので、その話を聞いてまとめたいと思います。 

○白武委員 定量的じゃないかもしれませんけれども、関連した質問です。 

 生活用水は、佐賀地域で供給が需要を非常に上回っている。平成22年の見通しでもかな

り供給を満足していると。工業用水として県内全域の場合も供給量が多いということです。

農業用水も、農業分野で非常に成果があって、平成22年を見通しても佐賀地域で満足して

いると。それで、佐賀東部水道企業団についても、１市11町１村ですか、これについても

平成27年を見通して十分であると。佐賀東部工業用水の水需要についても、平成27年を見

通して十分であると。 

 それで、４ページに、安定成長期において、水利用は高度化すべきだ、高度化した水管

理システムの確立だということで、こういう水が余っている状態の中でさらにシステムを

考える場合に高度化しないといけないと。その高度化の意味なんですけれども、その意味

がよくわからないということが１点。 

 それと、その中に地域環境用水というのが位置づくとしたら、城原川の利水問題として、

そのことを考える意味というんですか、意義というんですか、その重要性というんですか、

なぜ城原川の利水問題としてそれを取り上げないといけないのかということが２番目です。 

 ３番目ですけれども、16ページなんかでは、城原川における水利用の計画と実態で年総

量として議論されているんですけれども、地域環境用水として城原川から流すとしたら、

一年中、ふだんにそういう問題、ここで今、写真なんかを見せていただいたんですけれど

も、こういう問題というのは、むしろ渇水期において起こる問題のような気がするんです。

渇水期というのは、城原川流域は豊かで、ほかの地域は渇水だと、そういうことはあり得

ないと思うんです。ただ、年間を通してこういうふうに利用されていますよ、将来的には

必要ですよというよりも、非常に深刻化する時期に、渇水期においての環境用水として城

原川がどれだけの役割を果たさないといけないかとか、そういうことがむしろ問題だろう

と思うんです。何か非常に大げさにされるからびっくりするんですけれども、そのあたり

をもう一回計算し直す必要があるような、計算というのは、大体、考え、理念に合わせて、
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それで数字を調整していくというのが計算なんですけれども、年総量じゃなくて、渇水期

における、より実態に近いところで城原川がどう貢献するか。もし城原川の利水問題とし

てそのことを真剣に考えないといけないということであったならば、具体的にどれぐらい

に必要なのかという、そのあたりを教えてください。 

○荒牧委員長 私の方で、ちょっと桑子さんが言われたこともありますので、10ページの

ところで言うと、今、白武さんが言われたみたいに、これは、生活用水、工業用水、農業

用水の需給見通しについては満足しているということを主張されているということでいい

ですよね。 

 それからもう一つ、逆に白武さんにお聞きしたいんだけれども、先ほどから出ている環

境維持用水、先ほど言った16ページのこの図からいうと、今それだけの水が取られている

けれども、それは今必要ないとおっしゃったんですか。 

○白武委員 いえ、必要ないということじゃなくて、この13ページに景観、水質…… 

○荒牧委員長 ちょっと16ページを見ていただきたいんですけれども、16ページのところ

で先ほどからずっと説明されて委員が確認していることは、これだけのものが現状取られ

ていますということを言っているわけですね。 

○白武委員 そうです。 

○荒牧委員長 その水が不要だとおっしゃったんですか。 

○白武委員 いえ、不要じゃなくて、渇水期において深刻な事態になる地域があるでしょ

うと。そういったときには、要するにこういう問題は渇水期に集中するんじゃないでしょ

うかということなんです。 

○荒牧委員長 先ほど言われたもので、なぜ生活環境用水が定義されなければならないの

ですかとおっしゃったのは、そういうものは定義しなくてよいのだとおっしゃったのかと

いうことをお聞きしたかったわけです。 

○白武委員 いえ、違いますよ。環境用水というのは、やはり今もそういう役割を果たし

ていると思うんですね、城原川流域については。だから、それをさらに広域に位置づける

必要があるのかどうかという、そういうことなんですけど。 

○荒牧委員長 ないとおっしゃったという意味でいいですか。城原川は設定する必要があ

るけれども、ほかの地域ではなぜ設定する必要があるのかとおっしゃったんですか。 

○白武委員 いえ。その高度化の意味なんですけれども、もっと佐賀県全域に広域にわた

って、城原川の利水問題としてその役割が多分出てきているだろうと。その高度化という

のをどういうふうに理解するかということです。 

○荒牧委員長 先ほど質問された中に、環境維持用水というのはどういう意味かとおっし

ゃったのは、それは必要ないとおっしゃったわけではないと。 

 25



○白武委員 そうです。 

○荒牧委員長 それから、神埼地区というか、城原川流域以外のところでも必要だという

ことは認めるとおっしゃったんですか。 

○白武委員 そうです。ただ、年総量じゃなく、もっと深刻な時期は渇水期でしょう。だ

から、渇水期に限定したときには、城原川流域についてもやはり渇水ですから、そんなに

水を供給できるような能力はないということで、その視点でもう一度現実に即して計算さ

れたらどうでしょうかということです。 

○荒牧委員長 いいですか。 

○事務局（川上） 白武さんの言われたことで、まず総括で、４ページですかね、３つの

時代でと言っているところの意味するところは、日本の水の使い方、雨はたくさん降るわ

けですよね。しかし、降るときと降らないときの差が大きいものですから使いづらい。降

ったら、急流ですから、海に一気に流れますよね。ですから、ダムとか、今、水資源開発

事業でやっているものは、それを使いやすいように流況をコントロールする仕組みです。

そういう中で、洪水は降ったときにためる、たまった水を足りないときに、河川に流れな

いときに使う、こういう構図になっているわけですけれども、洪水対策はそんなに変わら

ないわけです。時代とともに変わるものではない。しかし、利水というのは人間の都合で

ためているわけですから、人間の社会というか、今、経済社会活動が変われば、当然使い

方は変わってしかるべきだと、こういうことをまず認識しているわけです。時代が３つの

時代とともに変わってきている、これをまずしっかり知るべきだと思うんです。 

 昔は、佐賀平野を見たら、集落、人口は自然増ぐらいだったんですけれども、これが急

激に都市化して飲み水がふえます。工業用水がふえます。何といっても、食糧基地として

の農業が大々的に必要になり、農業用水が要る。こういうことで水が要るのが真ん中のあ

れで、そのために環境を犠牲にしてもやってきた時代だったわけです。そこがいい悪いは

別としてきちっと認識をしないといけない。しかし、我々もこれでいいとは思っていなく

て、やっぱり環境は大事だと、こういう意識があって、それが今日的な認識だと思うんで

す。それが右側のあれだと思うんです。そういった中で、まさに水の問題は需要と供給の

関係で課題が出てきますから、水が要らないのにつくる必要はないわけです。それで、需

要を見ていったときに、真ん中のところは大量に要るから、要るということで水資源開発

をやってきた、こういう時代だったわけですけれども、一番右側のように、白武委員から

もご指摘がありましたように、需要は横ばい、どちらかというと供給が多い。ですから、

従来型の経済的な利用の水はもういいというふうな状況にありますが、ただ、環境とか、

そういった水は、これまで余り議論されていないんですけれども、しっかりやらないとい

けないのではないかと、こういうことなんです。それが１つです。 
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 それともう一つは、何で広域的に考えないといけないかというお話もありましたけれど

も、これは、佐賀平野全体を見たときに、広域的に水をこうしないと、六角川とか、水源

がないところもありますから、そういうことで今まで計画、また事業展開をやってきてい

るわけです。これをまずご理解いただかないと、これを否定したら白石平野の地盤沈下が

どんどん進んでもいいと、こういうふうになりますから、そこはご理解いただいた上で、

今の広域利水事業が展開されていることをきちっとお話ししたいと。しかし、それをやっ

てきているんですけれども、いろいろそのとおりになっていない部分もあるわけですね、

時代が長くなっていますから。そういったものをきちっと課題として受けとめて、じゃ、

今後どうするかということで、城原川と嘉瀬川の水の問題はこういったところに問題があ

りますよというところを申し上げてきたわけです。 

 ですから、白武委員のおっしゃることもそのとおりでありますし、そういった２つ言っ

た点もご理解いただいて、今ご質問があったことを回答として受けとめていただければあ

りがたいんですけど。 

○荒牧委員長 多分、質問はまだ続くと思いますが、もう一つ事務局の方で定量的なもの

が用意されています。ちょっと待ってくれませんか。５分ぐらい休みたいんですけれども、

よろしいですか。ちょっと私も含めてヒートアップしていると思いますので、５分間休ま

せていただいて、もうちょっと、７分ぐらいにします。25分から始めたいと思いますので、

またお集まりください。よろしくお願いいたします。 

（休  憩） 

○荒牧委員長 それでは、再開をしたいと思います。 

○事務局（川上） １点修正させてもらっていいですか。先ほど「高度化」という話があ

りましたよね。あれは間違いでして、「総合化」で。修正ミスです。「高度化」というと、

何か海水の淡水化とか、そんなイメージを思われがちだと思うんですけれども、今ある施

設を総合的に使っていこう、有効活用しようというイメージの「総合化」ということで変

えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○荒牧委員長 それでは、事務局から、次の資料であります資料－３に基づきまして、城

原川の水利用についてご説明をお願いいたします。 

 

②城原川の水利用 

 

○事務局（浦山） それでは、資料－３についてご説明を申し上げたいと思います。筑後

川河川事務所の調査課長の浦山です。よろしくお願いいたします。この説明につきまして

は、今度は少し城原川に絞って今の水利用の実態等を詳しくご説明をしたいと思います。
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少し明るくしておきますので、手元の資料等を見ながらごらんいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 （プロジェクター） 

 まず、先ほどもお話がございましたとおり、城原川の水をどのエリアでかんがいに使っ

ているかというかんがい区域をもう一度確認したいと思います。ここに資料が出ておりま

すけれども、まずこの青いところが城原川です。そして、この城原川の沿川、左岸側と右

岸側に水を供給しております。農業用水です。 

 この一番上から行きますと、水色のところ、ここが城原川の自流とため池です。この２

つを水源として農業が営まれております。 

それから、今度は中流域付近です。一番広いところですけれども、神埼町から千代田町

にかかるところです。そして、佐賀江川よりもちょっと上の方になります。ここまでが城

原川の自流とクリーク、そして淡水。もともと淡水だったんですけれども、これは現在で

は筑後大堰からこの佐賀東部導水路を経て上から回ってくるということで使い方が変わっ

ております。しかしながら、その水源自体は、もともとの淡水が、筑後川の下から回って

いたのが上から回るような形に変わっているだけでして、もともとの水源は変わっていま

せん。これは、自流を何回も何回も繰り返して、淡水も何回も何回も繰り返して使うため

にこのクリークがあって、そこを介しながら有効な水の利用がなされているという地域で

す。 

 そして、これから下流側、黄色いところ、ここは基本的には城原川の受益区域には計画

上も入っていません。実態としましては、この幹線水路がつながっておりますので、水の

流れとしてはつながっているんですけれども、計画上もここは入っていないという区域に

なります。したがいまして、大きく赤の枠で囲んでいますけれども、このエリアが城原川

の水がかりということになります。 

 そして、水の利用量です。先ほど、地域環境用水等によって、最近、水の利用量は、か

んがい用水に必要な部分プラス必要な量があるということをご説明いたしましたが、では

実態がどうなのかということでもう少し詳しくご説明いたします。 

 これは、その基準となっている昭和35年の流量、１月から12月までの５日間ごとの平均

です。半旬流量といいますけれども、５日間ごとの平均流量を書いています。縦軸が毎秒

当たり何m３かということ、平均ですね。それで、１月からずっとございまして、６月、７

月、８月というのは雨がちょっと多い時期ですから、流量も多いわけです。そして、その

うち農業用水として必要な量、これは地域環境用水とかは全くございませんで、農業用水

として必要な量が幾らかと申しますと、大体かんがい期というのは、途中、中干し期等も

入りますけれども、６月末から10月の前半までです。そうしますと、この非かんがい期と
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言われるところで多少変動はございます。最大で0.5m３/sぐらいです。平均的に見ますと、

これは0.2m３/sぐらいです。押しなべて、0.2m３/sぐらいがかんがいに必要な量です。これ

は城原川全域です。仁比山からお茶屋堰までで取られる総量と思ってもらえばいいと思い

ます。そして、今度はかんがい期、いわゆる水田をつくっているときですけれども、その

ときには平均して２m３/sぐらいです。大きいときには３m３/sぐらい取る時期もありますけ

れども、平均すると２m３/sぐらいということです。ですから、計画でいけば、非かんがい

期は0.2m３/sぐらい、それからかんがい期は２m３/sぐらいということをちょっと頭に入れ

ておいていただけばいいです。これが計画です。 

 それで、私どもの方でずっと川の調査を昭和51年ぐらいからやっております。毎月１～

３回ぐらい川の流量調査をやっております。それによって取水量を推定したいと思います。

それぞれ取水口はたくさんございますので、どこから何m３/s取っているかというのはよく

わかりません。しかしながら、一番上流側で何m３/s流れて、お茶屋堰で何m３/sあるかとい

うのを見れば、取水されている量というのが大体わかってまいりますので、それから推定

をしてみました。 

 左側のグラフからまず見ていきたいと思います。これはかんがい期です。先ほど６月か

ら10月と申しましたけれども、実態として５月ごろから少しずつ水が入っていっています

ので、堰を上げたりとかがなされていますので、５月から一応整理しています。 

かんがい期の水の使い方を見ますと、縦軸がお茶屋堰です。一番下流と思ってもらえば

いいです。そして、横軸が仁比山です。一番上流です。このグラフの分布図を見てもらっ

たらいいんですけれども、大体これが115個、最近では48個ありますが、150回ぐらいのデ

ータをここにプロットしています。ここを見てみますと、横軸、仁比山地点が２m３/sのと

き、お茶屋堰は０m３/sです。ということは、２m３/sが大体取水されているということです。

仁比山地点で２m３/sを超えてくるときに、例えば仁比山地点で５m３/s流れたと。そのとき

に返ってくる量は２m３/sです。ということは、３m３/sがここで取水されるということにな

ります。これからいきますと、傾向を見ますと、まず自流が２m３/sあるときにはそのまま

２m３/sが取水される。それで、２m３/sを超えてくると、一定量ですね、一部は川に流れて、

一部は取水されるということで、一定の率で取水されているというのが実態です。 

 では、非かんがい期です。非かんがい期はほとんど水田等に使われていない時期ですけ

れども、これを見ますと、同じように、仁比山地点が1.5m３/sぐらいのときがお茶屋堰は

ゼロです。しかしながら、それを超えてくると、またこれが返ってくるわけでして、例え

ば仁比山が３m３/sのときには１m３/sぐらいがお茶屋堰に返ってきますので、２m３/sぐらい

が取水されるということです。これも同じように、1.5m３/sぐらいは取水すると。それを

超えてくると、一定率で取水がなされているということです。 
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それで、ちょっと非かんがい期で注目していただきたいのは、近年と昭和50年代と最近、

平成10年に入ってからの傾向がちょっと違うということです。かんがい期は昔も今も余り

変わりません。しかしながら、非かんがい期でいきますと、昭和50年代よりも平成10年代

の方が少し右に傾いてきているということです。それから、位置も少し右側にずれて、特

にお茶屋堰に流れてくる量がほとんど流れてこなくなってきているということで、これか

ら言えることは、かんがい期については、大体２m３/sが取水されて、流量が多くなると、

またそれ以上の一定率の取水が上乗せになる。それから、非かんがい期につきましては、

城原川の自流が1.5m３/sぐらいまでは大体取水されて、それ以上は一定率になってくる。

特に近年に非かんがい期の取水量が少し多くなっているのではないかというのが傾向とし

て伺えます。 

 今のはお茶屋堰と一番上流の仁比山のことを言いました。仁比山というのは一番上です。

お茶屋堰というのはちょうど感潮区間の一番下のところです。それで、今度は、この中に

は草堰と石堰があるわけです。この中でも上流側と下流側では少し傾向が違います。それ

で、日出来橋と仁比山、要は上流側です。三千石堰とか大井手堰とかがありますけれども、

そういう石堰の取水傾向を見てみると、その残りが下ですから、まず上の方を見てみます。

上流区間です。これを見てみますと、ここで大体1.5m３/sぐらいが取られます。それ以上

は45度で上がっていっています。ここでいきますと、４m３/sのときには2.5m３/s返ってき

ます。だから、1.5m３/sです。幾ら流量がふえても1.5m３/sは変わりません。1.5m３/s取水

して、それ以上はもう余り変わらない、あとは川に全部戻っているというのが上流側の実

態です。ですから、上では1.5m３/s。非かんがい期も同じことが言えます。１m３/sが取水

されて、それ以上はほとんど返ってきている。これは今も昔も変わりません。取水の仕方

等も変わっていないということです。 

 それをちょっと総括的にまとめてみます。下の図から見ていただけばいいんですけれど

も、かんがい期です。いわゆる夏場ですね。計画です。計画は、もともとはどこか１カ所

で合口をして、農業用水として２m３/s、左右岸合計ですね、トータルで２m３/sの農業用水

として平均的に必要という計画が立てられていました。実態です。実態は同じく２m３/sで

す。農業用水として余り変わっていないかもしれません。それは、上流側の固定堰がある

ところ、ここで1.5m３/sが先取りになります。そして、その残りが下に流れてきまして、

草堰等で0.5m３/sの水が取水されているということです。場合によってはそれがプラスア

ルファになってくる、ちょっと水が多かったときには少し余分に入ってくるという状況で

す。 

 次は非かんがい期です。非かんがい期は、左右岸の合計で0.2m３/sです。冬場はほとん

ど水が要らないという計画になっています。合口地点ですね。それで、今の実態はどうな
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のかと申しますと、昭和50年代で既に上では１m３/sが取水の実績としてあります。下流の

方では、下の方は余り取っていないなということです。多少はあるかもしれませんが、ほ

とんど数字にあらわれるような取水にはなっていない。最近の実態です。平成10年以降で

すけれども、上の方で１m３/sよりもちょっと多くなっている。１m３/sプラスアルファにな

っているということです。それから、下流の方では0.5m３/sを取水されていて、それから

またプラスアルファになっているということで、少し増加傾向にあるということです。 

 ちょっとまとめてみますと、１番に、まず城原川の自流が多くなると取水量も多くなっ

ているというのが実態です。そして、非かんがい期においては、もともとの計画ですね、

必要な量と比べて多くの水が取水されているということです。それから、近年において非

かんがい期の取水量が多くなっている傾向にあるということが、今の城原川筋の水利用の

実態なのかなというふうに思います。 

 この実態を例えば昭和35年の先ほどの自流に当てはめてみます。ページでいきますと２

ページです。これが計画だったと思ってもらったらいいです。これはあくまでも仮定です

から、計算したわけではございません。昭和35年の自然流況がありますけれども、ここに

今の取水の傾向をこのまま当てはめてみると、６ページと２ページを見比べていただけば

いいんですが、非かんがい期は大体1.5m３/sプラスアルファなんです。かんがい期は２m３

/sプラスアルファです。アルファというのは、例えば流れた量の30％とか、そういう傾向

にありますので、それを入れました。そうすると、この赤いところが非常にふえていると

いうことです。ということは、城原川のお茶屋堰から下に流れる水が少ないというのがこ

の中から言えるかと思います。 

 ちょっとここの上の方に誤字がありまして、「お茶屋堰下流の水量は極めて少ない」と

言いたかったんですが、「お茶屋堰下流の取水量は極めて少ない」ということになってい

ますので、これは訂正をお願いします。「取水量」ではなくて「水量」です。申しわけご

ざいません。 

 これはそういう傾向をあらわしたもので、こんなイメージになるのかなということです。 

 それで、これはあくまでもそういう数字的に推定をしたものなんですけれども、では本

当はどうなのかということで各地元を回りました。そして、地域の農業関係者の方々に、

区長さん等にご意見を伺ってまいりました。それがこの資料です。上流から下流まで幾つ

か取水口を、時間の都合がありましたので全部回れなかったんですけれども、何点か回っ

てきました。上流側の大井手堰、これは左岸側にございます。それから三千石堰、これは

右岸側にございます。それから鶴西堰、これは左岸側です。姉川樋管、これは右岸側です。

そしてお茶屋堰、これは右岸側です。まず、城原川の自流はどうですかということで聞き

ました。上流側の方々は、皆さん、昔から余り量は変わっていない、減ってもいないし、
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ふえてもいないということをおっしゃっています。しかしながら、下流に行きますと、昔

と比べて減っているという、そういう地元のご意見でした。 

 それから、次は取水口、その堰から取る水をどう管理しているかということですけれど

も、上流側のところは、特に三千石堰、大井手堰という石堰のところはきちんと管理して

います、期別に必要なときは必要な分、必要でないときは閉めているということで、先ほ

どもありましたように、２m３/s取ったならばそれ以上取らないというところですね、下流

に流れているというのがわかるかと思います。しかしながら、鶴西堰とかお茶屋堰等は多

少水がふえてもあけているので、その分余計に水路の中に入っていく、そういうのが一部

草堰等にはあるようです。特に最近、幹線水路ができています。そうすると、幹線水路は、

１ページを見ていただければいいんですけれども、上から下までずっとつながっています。

地区ごとにブロックがあるわけではなくて、上から下までつながっています。ですから、

上流側のどこかの堰でたくさん取られても、下流にはその幹線水路を伝って水は供給され

てくるわけです。ですから、昔は上流側の方できちんと堰を管理して、下流にも少し流し

て、下流でまた取れるようなことでずっと管理されていたのかもしれません。しかしなが

ら、今では上流でいっぱいいっぱい取ってもすべて幹線水路に一たん落ちます。そして、

その幹線水路から下流の方々も使えるので、余りきめ細かな管理というのが要求されなく

なったので、そういう形で少し管理は常時あけた状態になっているのが多いということを

下流の方は言われております。 

 それで、堰の構造はどうなのかということで、これは上の方の大井手堰、三千石堰につ

いてはほとんど変わっていない、昔からこの形ですということです。しかし、鶴西堰等に

ついては、一部石を積み上げて、多少は今もとに戻っているということを言われています

し、下流の方に行けば行くほど、石を積んだり、土のうを積んだり、ビニールをかぶせた

りということで、より水が入るように工夫をしているということをおっしゃっています。 

 それから、農地へどうやって灌水しているかといいますと、上流は直接農地に落ちると

ころが多いということです。特に中流から下流に行きますと、一たん幹線水路に先に落ち

る。家の周りをくるくる回って、幹線水路に落ちてから田んぼに上げるんだということで

す。 

そして、今、非かんがい期は水が計画よりも多いわけです。それは何でなのかというこ

とを少し聞いてまいりましたところ、一番上流の大井手堰、ここは水車を回している。昔、

米をひくために水車を回していたんだと。しかし、今は観光でもそういう水車がある。だ

から、今までどおり水は必要なんだということをおっしゃっています。それから、防火用

水です。防火用水としていつも水を流しておかないと、そういう水源がない。それから、

水路の維持。水路を土砂がたまらないように維持しないといけないし、もし家の周りをく
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るくる回っているのであれば、その排水等もあります。その排水が、水が臭くなったりす

るので、環境維持のために要りますと。同じように、三千石堰の方もそのようにおっしゃ

っています。 

 それから、鶴西堰の方で聞いたのは、最近ハウスとかもあるので、やはりなかなか水を

とめられないといいますか、そういうのも使い方が少し変わってきたのかなということを

おっしゃっていました。それから、生活用水。いまだに洗濯とか、庭木とか、いろんな生

活、野菜を洗ったりもしているということをおっしゃっています。それから、環境維持で

す。 

 下流に行きますと、同じように防火用水と、家の周辺の水を流すことによって排水とか

を希釈するというんですかね、そういうのには絶対要るんだということを強く主張されて

おりました。 

 それで、一番最後のページですけれども、どんなイメージかといいますと、これが水車

を回しているところの水です。かんがい期であれば、農業用水もここを通っていくわけで

すから一緒なんです。しかし、非かんがい期というのは、農業用水に使わない時期でも水

を流さないといけないということで、これを一年中回しているわけですから、そういう形

で要る。それから、防火用水も一年中要る水なんだということです。それから、これが洗

濯とかに使う、家のちょうど塀のところに幾つか囲いをつくって、水路の上に囲いが幾つ

かあるんですね、各家庭にこういう洗い場みたいなのがまだ残っていまして、これは今で

も使われていて、生活用水としてこの水路の水を家の中に、家の庭というんですかね、そ

こに入ってそういう使われ方をずっとされています。１軒２軒ではなくて、こういうもの

が非常に多いんです。それから、下のように排水が流れてきますので、それを希釈して、

住環境といいますか、生活環境を維持していこうということになっております。 

 これが実態としての城原川の水利用です。こういった利用がなされているということは、

先ほど申しましたように、もともとその当時の経済的な水を考えたところでの計画の中に

は、こういったものが入っていないということです。これをどうしていくかというのが今

後の課題ということで、それにどう対応していくかによって、嘉瀬川あるいは白石平野、

こういったところと総合的に考えていかないと、この地域の水問題というのが解決してい

かないのかなというふうに思います。 

（プロジェクター終わり） 

以上です。 

○荒牧委員長 どうもありがとうございました。 

それでは、皆さん方、先ほどと同じように、ページを示していただいた後にご質問をお

願いいたします。 
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○蒲地委員 ただいまの説明をお聞きしまして、ここにいろいろ数字を挙げていただいて

おりますけれども、その挙げられたことについては、河川流量の実態を、10数年間といい

ましょうか、年間に何回となく調査して、各地点の河川流量の差をもってプロットしてい

ったということでご説明がございました。それはそれであれでしょうけれども、一つ５ペ

ージにそれをまとめて、かんがい期、非かんが期、これは年間の期別をこういうふうに分

けてあるというのは理解できるんですけれども、一番上の表題のところにかんがい用水の

実態というふうに、かんがい用水が非かんがい期に取水量の増加傾向にあるというふうに

この文章では私は受けとめるんです。しかしながら、後ろの方の説明をずっと見ていきま

すと、７ページあるいは８ページにもございますように、下流域において取水されている

というのが防火用水であり、水路維持用水であり、環境維持用水である、そういうふうに

表現してございます。そうすると、やはり取水量、ある一定地点と次の地点での流量の減

というのは、農業用水を含めた、いわゆる地域環境用水が合わされたものがこういう取水

実態にあるというふうに私は理解しますけれども、そのことについて事務局はどういうふ

うにご理解をされているのか、ご説明をお願いします。 

○事務局（浦山） ５ページのところの表現ですけれども、おっしゃるとおりです。これ

は、計画はかんがい用水ということで、だから城原川における水利用の計画、これはかん

がい用水です。実態については、かんがい用水と、さっき言いました地域で環境的に使わ

れる水が合わさっていますということで表現をしているところです。ですから、下の絵も

そうなんですけれども、計画についてはかんがい用水だけの計画です。右側の絵は、かん

がい用水と地域環境的に使われる用水が入っているということです。だから、かんがい用

水がふえているということを言っているところでは全くないです。 

○荒牧委員長 よろしいですか。 

○蒲地委員 はい。 

○荒牧委員長 それでは、ほかの方、どうぞお願いいたします。いかがでしょうか。 

○竹下委員 前の資料の質問もよろしいですか。 

○荒牧委員長 はい。特になければよろしいですね。では、一緒にしていただきましょう

か。どうぞお願いします。 

○竹下委員 １つお聞きしたいのが、資料－２の方で出ていたんですが、需要と供給の関

係では水道水は足りていますよという一方で、近年の水道水の取水制限とかいう資料が24

ページ、25ページについております。ということは、11ページの資料で示してある東部水

道企業団の水需要、供給能力との関係で、この供給能力というのは、あくまで企業団が有

する上水能力というふうに考えていいんでしょうか。城原川ダムの場合に、以前ちょっと

ご説明があったんですが、下流の市町村が水道水源としてのオーナーの、水道水源に対し
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てはもう下流の市町村は負担しませんよ、我々は下りますよというような説明があったと

思うんですけれども、そことの関連がちょっとよくわからないので、ご説明をお願いした

いと思います。 

 それと、資料－２、資料－３、両方とも出てくるんですが、あくまで計画なんでしょう

けれども、昭和35年時点では合口取水という計画があったと。ただ、この資料だけを見て

いると、あたかもそれが現在でも残っているような印象を受けかねないんですが、現在の

中では、城原川の頭首工という計画が東部かんがい排水事業で一時あったけれども、計画

変更でなくなったと聞いていますので、現在のところその計画はないけれども、昭和35年

時点ではあったんだというふうに、そこは皆さん確認しておいた方がいいんじゃないかと

思ったので、ちょっと質問してみたいと思います。 

○事務局（辰本） まず、最初のご質問は、水需給の資料に対して、終わりの方で渇水の

被害があるということの違いということでよろしいですかね。水需給の資料につきまして

は、資料－２の10ページ、11ページ、12ページのことだと思うんですけれども、例えば21

ページをあけていただきますと、これは川上地点ですけれども、流況のグラフがございま

す。先ほどの需給の計画というのは、例えば昭和30年から昭和40年、この間で一番少ない

昭和35年の流量、これは年流出量ですけれども、ここを想定して計画をつくっております

のが前の資料なんですが、この後に出てきます渇水の被害等につきましては、これで行く

と、例えば平成６年、平成７年、平成８年というのは昭和35年の量よりも下回っておりま

すので、こういった計画よりも規模の大きな渇水というふうに思っていただければいいか

と思います。 

○荒牧委員長 この供給可能量というのは何ですかという質問ですけど。それから、日最

大需要量の取水量との差を示したいために今これを出されたと思うんですけれども、その

意味を教えてくださいということです。 

○事務局（辰本） 供給可能量というのは、この昭和30年から昭和40年を見たときにどれ

だけ供給できるかという計算をしたという意味でございます。 

○事務局（川上） 若干補足させていただきたいと思うんですが、今のご質問の内容では

ないかもしれないんですけれども、今のご質問の件でちょっと補足をさせていただきます

と、平成６年渇水とか、少雨化傾向とか、最後の方に今後の課題で挙げています。先ほど

からずっと問題提起していますのは、これまで広域利水事業をやってきたけれども、いろ

いろと実態とのあれでまだまだ課題が残っていますという話をしましたが、今後の課題は、

最近、雨が少なくなってきているわけです。幾らダム、ポケットをつくっても、降る雨の

量が少なければたまらないわけで、水が使いづらくなる。これは、利水の安全度が下がっ

たと言うんですけれども、そういう問題があって、それを今後の課題としてこの資料では
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挙げさせてもらっています。 

 それと、今ご指摘のあった需要と供給の棒グラフと折れ線グラフの差で、余っているん

じゃないかということですけれども、この見方のご質問だったんですが、もう一つ問題と

して、少雨化傾向になって利水の安全度が下がればどういうことかということも１つある

んです。これは何かというと、今言いましたように、水を供給するダムとかいろんな施設

をつくっても、雨が少なくなれば供給する能力が下がります。例えば、生活用水の棒グラ

フで、平成10年で30万m３/日の棒グラフがあります。ここでは言っていませんけれども、

実際の能力は下がっているという問題もあるのはあるんです。 

これをもう少し具体的に申し上げますと、平成14年に筑後川が渇水になったんです。皆

さん、ご存じない、記憶にないかもしれませんが、実は平成14年というのは筑後川水系で

雨が少なくて、佐賀東部水道企業団はこういった渇水調整をやったんです。たまたま佐賀

平野は嘉瀬川筋で雨が多かった。北山ダムに水がたくさんたまっていましたから、佐賀市

の水が、多布施川の水を潤沢に取れましたから、トータルとして佐賀平野の佐賀東部水道

企業団のエリアでは水の需要と供給はそんなに困らなかったんです。ただ、佐賀東部水道

企業団の筑後川の取水だけで見れば、10ページに棒グラフと折れ線がありますよね、棒グ

ラフは実際能力が下がって、需要と供給からすると、需要の方が上に行くような時期があ

らわれたんです。たまたま皮肉にも城原川ダムの議論のときに、佐賀東部水道企業団が水

は要らないと言われた後に渇水調整をやったんです。それで非常にわかりづらい構図。要

するに、水利権量はたくさんあるんですけれども、何で渇水になるのかというのが、まさ

に雨の降り方によって能力的に施設はあるんですが、実際は水がない、こういう問題も起

きたということをちょっとご紹介を、直接の質問ではないんですけれども、最後の少雨化

傾向という課題と需給バランスをご指摘いただきましたから、その兼ね合いで補足説明を

させていただきました。 

○荒牧委員長 川上さん、今言われたことは次の回で資料として出していただけませんか。 

○事務局（川上） はい。 

○荒牧委員長 まず確認したいのは、平成10年というのは需給見通しじゃなくて実績です

よね。そうすると、縦棒グラフの供給可能水量というのは何を意味しているんですかとい

う質問ですから、これは昭和35年の雨の量で配ったときにはこれだけですよということで

いいですか。いいですね。それから、その次の平成17年、平成22年で供給見通しが上がっ

ていくのは、ダムが幾つかできて供給量が同じ雨量でも上がってきますよということを示

していると思っていいですね。それから、需要の見通しは、下水道とかの拡充というか、

それが広まっていくことによって、１人当たりの水量がふえることを見通されていると思

っていいですね。それで、昭和35年の赤がついているところでも、一応これぐらいまだ余
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裕はありますということでよろしいですか。ただ、先ほど言われたように、それよりもっ

とひどいことになると、供給量が需要量を超したことがあるというのが平成14年の、まあ、

閉じた系ではですね、そういうことでいいですね。その質問でいいですか。よろしいです

ね。 

 ほかに。 

○古賀委員 もう４時ですので、余り長くしゃべったら怒られそうな気がいたしますが、

とりあえず、今日のお話を聞いていてちょっと違和感を感じたところを先に意見を言って

おきたいと思います。 

この委員会では、まだ地域環境用水という言葉を使うのは時期尚早だと思います。地域

環境用水ということで人間側の水の使い回しをしていますが、河川のことをだれも議論し

ていないし、見ていない。それと、環境ということを考えるならば、既に広域利水という

言葉を使っている以上、全体についての環境をきちんと言うようにしておかないといけな

いと思います。要は、嘉瀬川筋にも流域はあるし、城原川にも流域があるし、筑後川にも

流域がある。水が横につながっているわけですから、全体の環境のことをきちんと論議で

きない限りにおいては、嘉瀬川も含めてですが、地域が地域独自の環境用水を言うという

のは、これは下手をするとエゴになると思います。だから、全体を必ず見ながら議論して

おかないと、環境というのは本来ならば議論できないと思います。 

 あわせて、今日は需要と供給の話が出てきていましたが、これは１つはごまかされやす

い。なぜならば、一つの水の使い方について需要、供給を言っています。ところが、本来

ならば広域利水ですから、もとのパイはどれぐらいのパイがあって、そこから一体我々は

水をどれだけ使っていて、どれぐらい残っているのかというのが、本来ちゃんと議論しな

いといけないところです。私の認識は、何せもとのパイは限られている。だから、だれか

がどこかで何かを我慢しないといけない議論を本来きちんとしないといけない。それを議

論するための材料が今日は一つも出されていないと思います。 

 したがいまして、次回はそういう水収支に関する資料をきちんと出さないと、恐らく健

全な議論はできないと思いますので、準備をよろしくお願いいたします。 

 あとは、広域利水のときに、私はもう昔から言っていますけれども、広域利水をどう考

えるかという考え方がまだきちんと出てきていないと思います。恐らく我々が常識的に考

えるのは公平性だろうと思います。だから、公平なところがあるのか、不公平なところが

あるのか、そういうものをきちんと出さないと次のステップの議論に行かないと思います。

委員長は次回で終わるというふうな発言をされましたが、次回でも多分終わらないと思い

ます、私の感覚では。 

 もう一つは、計画と実態のことでいろいろ話してありましたが、今日の話を聞いている
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と、計画は過去の話であって、実態は現状の話であるという言い方をされています。とい

うのも、本来ならば、それで将来の計画はどうなるのかということをちゃんと見せないと

恐らくだめなはずじゃないですか。計画というのは、ある意味では文書で取り交わした約

束事です。水利権も含めて、国がやる事業も含めて、いわゆる紙に書かれた約束事です。

実態というのは、一つの地域の人たちの約束事です。要は、その約束事の２種類が今食い

違ってきているわけです。その将来の計画はどうするのかということをきちんと考える材

料を出してもらわないと、議論が先に進まないんじゃないかなという気がいたします。そ

ういう意味でも、今ある計画にどういう影響が出るのかというのを収支と絡めてきちんと

提示しないと、恐らく議論が先に進まないという気がいたします。 

○荒牧委員長 それは、先ほど竹下さんが言われたことで、もうあの計画はとかと先ほど

ずっと説明された事柄はもうなしになっているというようなことを認識しているけれども、

それでよろしいですかと言われたことに関してはどういうふうに答えられるんですか。先

ほど古賀さんが言われた、これは紙に書いたいわば取り決めだという認識ですよね、古賀

さんが考えているのは。もちろん、実態の慣行的な水の利用がある、それとこういうふう

にしますと約束をした取り決めがある。それはもうキャンセルになっているんですか。先

ほど竹下さんがおっしゃったのはキャンセルになっているという認識ですよね。あの計画

はキャンセルになっているはずだと。合口の話がもうなくなっているので、その水の、先

ほど合口したときの数がずっと出てきていますけれども、それはもうキャンセルされてい

るはずだと。計画のときはそうなっているけれども、今はもうそのことは考えなくてよい

のでしょうというのが竹下さんの質問だったような気がしますが、間違っていたら修正し

てください。どうぞお願いします。 

○事務局（原） 合口の件ということが出ておりますので、かんがい用水サイドと申しま

すか、そういうことから合口の経緯について少し事務局からご説明申し上げます。 

 確かに、この筑後川下流土地改良事業の中で、県営かんがい排水事業というのが国営事

業の末端事業として位置づけされておりますけれども、その計画をするに当たって、城原

川のかんがい用水については合口をするという計画でありました。結論から申しますと、

これは現在、合口を行わないということで計画変更手続を進めております。と申しますの

が、かんがい用水側としては、かんがい用水の必要性なり状況判断、そういうことが中心

になって、いろいろ状況が変われば、それなりの変更というのは当然進めていかなければ

いけないわけですけれども、実態を見てみますと、工事を昭和52年ごろから進めておりま

すが、実態の工事の進め方といたしましては、圃場整備なりと一体でかんがい排水事業も

進めてきておるわけです。そういう中で、既存の取水形態というのは、これは当然受け継

ぎながら工事をしないと、一二の三で用水形態が変わるわけではございませんので、現在

 38



の草堰からの取水形態を踏襲しながら工事を進めてきたわけです。そういう形で合口自体

の結論をこれまでは確かに出してはいなかったんですけれども、そういう実態の工事の内

容を見てみますと、かんがい用水側としては、城原川からのかんがい用水としての取水は、

一点取水になろうが、多点取水になろうが、量としては変わらないという把握をしており

ます。 

そういうことで、先ほど来出ておりますように、地域環境用水の問題がいろいろクロー

ズアップされておりますけれども、これは私も冒頭申し上げましたように、計画時点、恐

らく昭和40年代後半だったと思いますが、その時点でかんがい用水の合口の構想を練るに

当たって、地域環境用水というものの位置づけは、私どもにも、いわゆる農業サイドにも

特別の意識、位置づけはしていなかったと思います。そういうことで、当然、計画もかん

がい用水のみを合口するということにしておりまして、かんがい用水の中で考えてみます

と、現在の施工した実態を見て、あえてこれを合口するということのメリットがどこにあ

るか、どこにあるかと申しますか、それだけどうしてもやらなければいけない必然性があ

るのかということでいろいろ検討いたしまして、確かに環境用水の問題は残るんですけれ

ども、かんがい用水側としては、例えば、合口しますと合口堰をまず設けなければいけな

い、それから取水、いわゆる引っ張ってくる導水路をつくらなければいけない。それは当

然計画にものせておりましたけれども、そのほかに例えば環境用水の問題も同時にクリア

しなければいけないとなると、草堰の撤去、それから地元との調整の中で環境用水の確保

にまつわるいろんな新たな工事が出てくることも考えられます。そういうことをるる考え

てみますと、かんがい用水側としては、現在の取水形態がそんなに大きく支障を来すとい

うことでもないという判断をしたことから、その合口計画を取りやめて旧来の取水形態を

踏襲するということで実施しているわけです。 

○荒牧委員長 １つだけ聞きたいことは、2,410万m３という約束は消えたのですねとおっ

しゃったかもしれないんですよ、竹下さんは。消えたんですか。 

○事務局（原） いえ、それは消えておりません。 

○荒牧委員長 いろいろハードウエアがどうかということは理解できるけれども、先ほど

言った紙の上に書かれていることは、2,410万m３の水しか存在しないことになっているん

じゃないですかということはどうなんですか。ただ、今から先、環境維持用水というのは

使ってはいけないと言われたけれども、そのことの重要性を主張されているのはわかるん

ですが、今この合口の堰の計画がなくなったことによって、その2,410万m３以上の水を取

ってよいことになっているということを言っているんですか。 

○事務局（原） いえ、そうではございません。計算上は、あくまでも2,410万m３の計画

はそのまま踏襲しております。 
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○荒牧委員長 竹下さん、質問をもう少し変えていただいて、今のことでいいですか。先

ほど言われたことはちょっと違うような気がするんですけれども、もう一回主張の意味を

教えていただけませんか。 

○竹下委員 まず確認したいのは、合口取水という計画があるやに委員の方が受けとられ

たらいけないので、今現在はないんじゃないですかと、それを一つ確認したいということ

です。 

その次の話になりますと、つまり草堰を残したときも残さないときも、残さないとなっ

たら、根本的な話で、恐らく城原川の流量というのはかなり大きくなるんじゃないかと。

つまり、草堰を全部取ってしまうと。ただし、そうなるとどこかで合口取水しなければい

けないという、その次の議論の前提としてちょっと確認したかったということです。 

○荒牧委員長 仮定を設けますよ。この2,410万m３だけを取っていったらどうなるんです

か。この地域の城原川水系から2,410万m３だけを取ったらどういうことが議論できるんで

すか。教えてくれませんか。先ほど事務局は、その交渉がなかなか難しいみたいなことを

おっしゃったけれども、今ペーパーの上に書かれているのは2,410万m３ですよという確認

はいいんですかということを言いたいだけです。ちょっと蒲地さんに聞きましょう。農業

側の話で申しわけありません。 

○蒲地委員 今、城原合口の話が出ておりますけれども、それに関連しますこのかんがい

用水2,410万m３、この16ページに表示してございます。この基準年でございますと、昭和

35年、この基準年で考えたときには、農業用水としては、城原川からかんがい用水として

2,410万m３取水をいたしますよと。それが１点、例えば合口して１カ所から取水するか、

あるいは現状どおり草堰10数カ所から取水するか、それは別として、城原川から年間取水

する総量2,410万m３は何ら変わりませんと。ただ取水方法が１カ所になるか数カ所になる

かという話で、竹下さんのご質問では、以前それを１カ所に集めて取水するという計画が

あったようだけれども、最近はその計画はもう変更になっているというふうに自分は認識

していると。それが正しい認識かどうかという確認をし、また委員の皆さんにも合口計画

はなくなったということをきちっと認識していただかないと今後の議論が先に進めにくい

というのが、竹下さんのご質問だったと思います。 

○荒牧委員長 いいですか。 

○竹下委員 はい。 

○荒牧委員長 では、古賀さん。 

○古賀委員 今の蒲地さんのご意見はそれでいいと思います。要は、問題の本質と言って

いいかどうかわかりませんが、城原川も嘉瀬川も含めてですが、問題の所在はかんがい期

ではなくて非かんがい期。城原川は、かんがい期、非かんがい期という言葉が使えるかど
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うかわかりませんが、俗に言う冬水ですよね、要は冬に流す水がふえている。ふえている

のはいいんです。いいと言うと表現が悪いんですが、要は１つの流域でそこで話が完結す

れば、多分どう使ってもいいんだろうと思います、川のことも考えて結論を出してもらえ

ればですね。だけど、その実態というのは、これは悪い意味の実態です。何も考えずにル

ールもなしにやって、それがどういうところに影響が出るのかをきちんと知った上でやら

れれば、私はそれでいいと思います。だけど、どういう影響が出てくるのかがまだはっき

りしていないですよね。特に国のやる事業については、何が出てくるのかがまだこの場に

出てきていない。要は、地域の人たちがやっていることによって、国がもともと地域のた

めによかれと思ってしていることが、逆に言うと地域のためにならないことになるかもし

れない。それは、やはりどういう影響が出るかをきちんとテーブルに載せないとだめだろ

うと思います。 

 そういう意味でも、国の方から、これは国交省だけではないと思います。農水省も含め

てですが、どういう影響が出るのか、特に国交省と農水省がそれをちゃんと納得した上で

やるというんだったらいいと思います。だけど、そうなっていないという気が私はいたし

ます。そういうところをきちんと次回は説明していただきたいと思います。 

○荒牧委員長 今こういうふうに古賀さんの方から言われたみたいに、こういう資料ある

いは考え方、こういうデータですか、もうちょっとそういうものを出してくださいという

ことですが、ほかの委員の方で、これだけでは議論ができないではないかとかいうことが

ありましたら教えていただけませんか。 

○益田委員 委員長のお考え、ご希望とはちょっと違う質問になりますが、お許しをいた

だきたいと思います。 

 先ほどの農林の方のご説明は、非常に実態に即したご説明であったと私は理解できまし

た。もちろんいろいろご意見はあると思います。非常に実態を見ておられるなというふう

に私は一定の評価をいたしております。ただ、今かんがいの問題も出てまいりましたけれ

ども、理屈は理屈として、生活実感として、農業者の側での生活実感という立場からすれ

ば、かんがい用水とか、あるいは環境用水とか、これは余り生活実感者には意味のないこ

となんです。こういうことを言うと、えっと思われる方もあると思いますが、実態はそう

なんです。要するに、かんがい用水があれば、生活用水といいますか、環境用水も大体水

路に回ってまいります。先ほども農林の方がご説明になったように、圃場整備という大型

プロジェクトによって川底が大分低くなりました。したがって、圃場整備にかからなかっ

た古い水路がございます。そこには、そこが高くなかったものですから、水が回ってまい

りません。 

そこで、私もうちの理事長として圃場整備をやってきた人間の一人として、農家の方の
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みならず非農家の方からも大変なおしかりを受けました。圃場整備以前は非常に蛍が飛び

交うような水だった。ところが、あなた方が圃場整備をやったから、うちはこういうふう

なことになったといって、私も非常に苦労させられたといいますか、おしかりを受けて謝

ってきた方ですが、要するに水量があっても、先ほどもどなたかがおっしゃいましたね、

幹線水路は常時、水稲をつくってもつくらなくても、田面から１ｍ、管理用水として維持

管理をしております。したがって、圃場整備にかからなかった古い水路を掘削とか、いわ

ゆる泥土上げですね、そういうことで、既にそういう各種事業を組み合わせながら、ある

いは自助努力でそういう工事を今着々とやっております。したがって、今まで水の回らな

かったところにも、もちろん十分とは言えないかもしれないけれども、大分改善されてき

たというのも事実でございます。私は神埼地区のことしか知りませんが、ほかのこと広域

的と言われますと、非常に大きなことをここで言うつもりはありませんが…… 

○荒牧委員長 益田さん、１つだけ教えてください。 

 先ほどから議論になっているのは、2,410万m３という水がかんがい用水として、先ほど

蒲地さんが言われたみたいに農業用水としてある。しかし、実態はその３倍弱ぐらいの水

が利用されている。それで、先ほどおっしゃったように、かんがい用水と環境用水の区分

はないけれども、これがもし、仮説ですよ、もともとペーパー上にある水だけしか回って

こなかったら、神埼でおっしゃったけれども、どうなるんですかと。それはどう思います

か。 

○益田委員 申し上げますと、2,410万m３がさっきから話題になっておりますね。計画で

は、はっきり私はここで、ちょっと余談になるかもしれませんが、こういうプロジェクト、

こういう大きな公共事業というものは、往々にして、これは一般論としてお聞きいただき

たいけれども、数字で始まって数字で終わることが多いわけです。したがって、この数字

ですね、2,410万m３、これは数字で始まって、実態は必ずしもそう終わらないということ

が、本当の現実に即したやり方だと私は思うので、どちらかと言えば、過去の例を一般論

として言わせていただくならば、数字で始まって数字で終わったというようなことが余り

にも多過ぎたと思うんです。したがって、計画と実態の乖離ということもここでございま

したけれども、どうかひとつ、私が申し上げたかったのは、数字で始まって数字で終わら

ないように願いたいということで、2,410万m３の計画は生きているんだと、おっしゃると

おりだと私は理解をして、結果として2,410万m３が完全に確保されるのかどうか、これは

農業の形態によっても変わってまいります。特に減反、昭和45年から減反政策が始まりま

したけれども、その当時は３％か４％の減反でございました。現在は、ご存じのように、

30％以上減反、つまり３分の１は水稲をやめてしまっているわけです。したがって、かわ

りに何をやるかといえば、畑作物をつくっていくわけです。したがって、圃場整備の目的

 42



も、畑作に対応できるというようなことを念頭に置いて計画されたのも事実でございます。

したがって、いつでも田面から１ｍ、水位を保つということも、畑作を前提に置いた考え

方から出発したということもご理解いただきたいと。私はそのように認識をしております。 

○荒牧委員長 ちょっと逆のことを聞いているのかもしれません。すなわち、現在2,410

万m３以上、水を利用しているわけです。そのことはどういうふうにご理解されているのか

ということを聞きたかったんですが。 

○益田委員 だから、私はこの2,410万m３という数字は全く知らなかったわけなんです。

ここでこの資料を見て、そうだったのかという認識でございます。したがって、我々、生

活実感としての立場でご議論させていただきますと、どうしても数字についていけない面

があること、これは大変申しわけないとは思っておりますけれども、我々は素人というこ

とでご容赦いただきたい。そして、専門家の先生方は、また専門的な立場から数字的に考

察してご議論を。 

○荒牧委員長 ありがとうございました。 

 手が挙がっていますので、お願いします。 

○事務局（原） 2,410万m３という数字が出てきておりますので、かんがい用水の計画に

ついてご説明申し上げますと、実は、先ほどから出ていますように、かんがい用水も昭和

35年の干ばつ時点の状況でもって水計算をしております。この城原川区域にかかります受

益の面積2,796ha、これは先ほどの数字にも出ておりましたけれども、この区域の中で、筑

後川の下流事業で計画している粗用水量、これは水田が必要とする水から有効雨量を差し

引いた分でございますけれども、これが3,580万m３あると計算でなっております。そのう

ち2,410万m３は城原川に依存します。あと、クリークとか、そして最後に不足する分を筑

後川の佐賀東部導水路から補給するということでかんがい用水の計画を立てているわけで

ございます。 

○古賀委員 議論の中身が、ある部分は計画論の話になっているんです。要は、この16ペ

ージの2,410万m３、これは農家にとって大事な水であるし、権利でもあるから、私は言い

と思うんです。 

○荒牧委員長 もちろんそうです。 

○古賀委員 むしろ、この16ページに書いてある「地域環境用水」という漢字の文字が、

我々の思考をちょっと変にねじ曲げているんだろうと思います。だから、現在のところは

「その他」にしていた方がいいんだろうと思います。あるいは「不明水」でもいいんだと

思います。副知事の話からいくと、あたかも地域環境用水というのは地域が独自に使って

いいんだということを前提にして言ってあるけれども、そのときには、やはり広域なんだ

から、ほかの流域の人たちも納得するようなものがないといけないと思います。やはり公

 43



の水ということはきちんと頭に入れておかないといけないんだろうと思います。 

○荒牧委員長 どうもありがとうございました。 

 川上さん、どうぞ。 

○事務局（川上） おっしゃるとおりだと思います。地域環境用水というのはここ２年ぐ

らい我々が使っている言葉であって、皆さん方が欲しいということで行政需要が出てきた

ものでもないんです。ただ、水の整理を今やろうとしていますけれども、嘉瀬川と城原川

でやろうとしています。嘉瀬川も、佐賀市街地に流れている水、これはずっと流れていま

す。それを切るというのはなかなか難しいんです。何らかの形で佐賀市街地に水が流れる

というのは歴史的に経緯がありますし、それと城原川も草堰で取られている実績がありま

す。たまたま広域利水事業をやるに当たって、そういう水をかんがい目的だけに限定した

計画になっていました。しかし、今言われたように、農業をされている実感からして、当

たり前のように取っているのになぜ悪いんだと、こういうふうなことも当然実感としてあ

りますし、じゃ、今までそれがなぜ放置されていたのかと、こういう問題もあります。 

そういうことで、城原川と嘉瀬川の問題を解決するとすれば、そういう実態をある程度

尊重しないと先に進まないのではないかと、こういう認識が基本的にあって、じゃ、その

水というのは何かというと、地域に根づいた地域環境用水という定義かなと、こういうこ

とで勝手にやっていますが、古賀委員が言われるように、何もそこだけではなくて、集落

はほかにもたくさんある。市街地もある。その水は、これまで説明したように、高度経済

成長期になくしたのではないか、なぜそちらの水をトータルとしてくみ上げなくてバラン

スがとれるのかと。おっしゃるとおりであります。今、水の問題を整理する委員会をやら

せていただいていますが、基本的には城原川から端を発していますけれども、先ほど言い

ましたように、城原川の水を嘉瀬川に持っていかないと西側が大変だという状況の中での

計画は事実あります。そこに影響があるわけですから、当然そこのところの問題を解決す

るに当たって、今まで取られている実態に対して、あなたはルール違反だから、明日から

だめよというのはなかなかできない、こういうふうな実態があるものですから、そこを解

決するという前提での議論を今やっている。それをたまたま定義として地域環境用水と定

義しているということなんです。 

 しかし、古賀委員が言われるように、佐賀平野全体で議論するのであれば、全体として

の需要と供給が実際どうなのかというのを言わないと、本当に水をどう配分すればいいか

というところがなかなか難しいというのはおっしゃるとおりです。しかし、そこのところ

をどこまで次回に出せるか、また課題として受けとめたいと思っています。 

○古賀委員 もう一つ、これは注文です。 

 今日の資料は、ある年、基準渇水年でもよろしいですが、その年の総量でやっています。
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だけど、実際に影響が出てくるというのは、いわゆる１年の総量で議論できることではな

くて、やはり我々が使う以上は嘉瀬川にも水がたまってもらわないと困るし、北山ダムも

そうです。もしそれが空になるとか、あるいはどこかの流況が非常に悪くなるとか、要は

１年間の間で水を使うときの影響が、ある時期に出てくれば、それは総量では多分議論で

きないことだろうと思うんです。そういう影響を、やはりそこまで出してもらわないとわ

からないと思います。だから、今は１年間ためた量で、これは何かといったら、家の中に

これだけお金があります、それを使っていったらこうなりますという話であって、ところ

が実際には、普通の家庭だったら、毎月、給料を持ってきて、お母さんが使うわけです。

そして、時々は子供が使うかもしれない。そのときにお金がなくなったらどうするかとい

う話が現実の問題でもあると思うんです。そういうところをやはり、今日は何せトータル

でやっていますから紛れ込んでいると思いますので、そこをきちんと浮かび上がらせて説

明してもらえればと思います。 

○荒牧委員長 ほかの方、どうぞ。 

○実松委員 今、かんがい用水の件で問題になっておりますけれども、実は、慣行水利権

の許可化の問題でございますが、実際、今、慣行水利権をまだ許可化していないというこ

とで、慣行水利権を許可化した場合、初めてそういうふうなかんがい用水あるいは地域環

境用水という定義が河川法で使われるようになっているわけです。だから、今こういうふ

うに資料上はいろいろ進んでおりますけれども、まずそういう問題から早期に取り組んで、

そして進めていかないと、後になって、こういう計画だったが、全部思うようにできなか

ったということになれば、せっかくの計画もむだになってしまいますので、やはり取り組

みを的確に段階的に今後やっていかないとなかなか思うような展開にならないんじゃない

かと。かんがい用水とか、地域環境用水とか、そういうような定義そのものを使うために

は、その前の段階であるこういう水利権の問題を早く何とかしなければならないんじゃな

いかと、私は差し当たってそういうふうに思いますので、その辺の考えをひとつよろしく

お願いいたします。 

○荒牧委員長 何か答えることはありますでしょうか。 

○事務局（川上） おっしゃるとおりなんです。実松委員が言われるとおりだと思います

が、そういった水利権上の整理というのは手続に時間がかかるのが実態でありまして、本

来は、先ほどのお話にもありましたように、かんがい用水、地域環境用水、水に色がつい

ていないんですけれども、色をつけて効率的に使おうというのがまさに水利権行政なんで

すが、そういうことの最終的な整理は当然やらないといけないんですけれども、まずは水

をどういうふうに配分、配分と言ったら言葉が悪いですが、水をどう使うかというところ

の議論をしっかりやって、最後の位置づけが水利権という形になりますから、おっしゃる
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ように、やらないといけない課題だというふうに認識をいたしております。 

○荒牧委員長 どうぞ、ほかの方のご意見を。 

○佐藤悦子委員 この流域委員会では、城原川の将来的なビジョンということを考えて討

議するということが最大の仕事だと思うんですが、まだまだ共通認識の段階で一歩もその

先に出ていないと思うんです。それで、第７回ということで、あと数回、まだやっていな

い共通認識の部分もあるので、この前から出ていました、その回数をふやすか、勉強会を

するかというふうな案がありましたら、それはどうなっているのかということが１点。 

 それから、佐賀県全般の水利用と城原川の水利用についての２点の資料の中にクリーク

に関する視点がないのですが、これは管轄外なんでしょうか。それとも抜けているのか。

それで、千代田あたりは先人たちの知恵でクリークがとても発達していました。さっきお

っしゃったように、圃場整備の後、クリークがとても使えるような状態じゃない、どぶ化

したようなクリークがいっぱいありますが、これはさっきおっしゃっていた水の総合化と

いう利用法の中で大きな財産だと思うんです。それで、クリークの再評価という視点はあ

るのか、その２点をお伺いしたいと思います。 

○荒牧委員長 まず、多分、私の仕事の１つでしょうから、この進め方については、後の

方の議題でまとめてやりたいと思いますので、ちょっと後に回させてください。 

 それでは、クリークの位置づけということだと思いますから、クリークをどう議論する

か、どういう資料を使ってどういうふうに議論するかということで、何か提言ないしは意

見がありますでしょうか。それは、必ずしも事務局だけでなくて委員の方からでも構わな

いと思うんですが、どういう議論をしてほしいということでもいいし、どういう資料を使

ってどういう議論をしてほしいという意見があれば、そのことをまずぶつけた方がいいの

かもしれないという気がします。 

佐藤さんが今おっしゃった、クリークの何を、どういう議論をしたいのかということを

もう一度少し教えていただきたいんですけれども、今は水の利用ですから、水の利用の量

の話をしていますけれども、その水を、先ほどから出ているように、クリークというとこ

ろに、水路に水を渡したい、渡すためにはどうしたらいいのかということを、先ほどは環

境用水とかという言葉を使われていますけれども、もう少し教えていただきたいんですが、

どういう議論になればいいというふうにお考えでしょうか。 

○佐藤悦子委員 水利用の件で言えば、クリークは大分つぶれましたけれども、まだ大分

残っているということで、そのクリーク自体に水が流れていませんし、水量も少ない。そ

れで、ここ数日ですが、先週ぐらいに降った大量の雨で、城原川には物すごくきれいな水

が大量に流れています。この水がもちろん有明海を潤す水にもなるんでしょうけれども、

この低湿地帯にこの水を取り込めないだろうか、そういう思いが物すごく強くします。城
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原川は本当にうっとりするくらい今きれいです。それで、お茶屋堰以降も、潮が来たとき

は本当に満々と水をたたえています。それとクリークを結びつけた利水というものができ

ないだろうか、また治水にしても、同じく低湿地帯で水を受けるクリークが活用できない

だろうか、そういう思いが川を見るたびにするものですから、そのあたりを専門的に、ア

イデアがないかどうかということをお聞きしたいと思います。 

○荒牧委員長 どうでしょうか。何かお答えになることがあるでしょうか。 

○事務局（原） それは、圃場整備等をやっているかんがい用水サイドとして、クリーク

の位置づけと申しますか、そういう観点からご説明申し上げますと、従来、圃場整備等を

行う前、クリークはありました。これはいろんな役割を果たしておりました。この圃場整

備をするに当たってまず我々が考えたのは、クリークに貯留されている水の量は整備後も

変わらないように確保しようということで計画いたしましたので、水位は１ｍ下げました

けれども、いわゆるかんがい用水の貯留としての役割は従前どおり果たしていると思いま

す。それともう一つ、排水の役割も、いわゆる雨が降って洪水を一時貯留するという役割

も、これを１ｍ下げたことによって自動的に果たすようになってまいりました。 

そういうことで、いわゆる不規則にあったクリークを整然と、まあ、整然というのが最

近、若干批判を浴びておりますけれども、そうすることによって従来のクリークの能力と

いうものを、少なくともアップはしたけれども、狭めたことはないと私たちは理解してお

ります。 

○荒牧委員長 １つだけ教えてください。 

今、佐藤さんが言われたのは量の問題もあるんだけれども、質の問題として、データ等

があって、２回ぐらい後とか３回ぐらい後、環境の問題を議論するときに、ちゃんと今の

ような議論になるデータを出していただけるんですか。 

○古賀委員 私が答えます。 

多分、県では出せないと思います。国レベルでも多分、水質絡みの話になってくるとま

だ出せないと思います。恐らく、ご質問の内容の半分ぐらいは水質に絡んでくることだろ

うという気がいたします。現実的には、戦前とか戦後のすぐぐらいだと、クリークの水は

相当きれいだったと思います。人間、きれいだと、結構それなりに大事にするんです。と

ころが、いろいろ我々の生活が便利になってくると、どうしてもそこら辺がおろそかにな

ります。あわせて、我々の水の汚し方というのも昔に比べるとかなり変わってきています。

要は、水質の話になってきますと、当然、水量がないと、流れないと景観上もよくないと

いうことがあるかもしれませんが、水質からいけば、恐らく下流のところから、下流のと

ころに相当まだ問題というか、解決してほしいという要望が多分あるんだろうと思います。

ただ、それを解決しようとすれば、技術的には水を流すしかしようがないんです。ただし、
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そのときには必要最小限にしないと多分だめなんだろうと思います。現実的に今、佐賀の

方もそうなんですが、かなりの水を冬に流さないといけないというのはそういうところの

問題もあって、そういう実情になっています。城原川もそういう問題があるのかないのか、

そこら辺はまた後日ヒアリングでもしていただいて出してもらえばよろしいんだろうと思

うんです。ただ、一般論として、この佐賀平野の低平地のところで下流側というのはやは

りそういう水質の問題があると思います。 

それで、水をどう配分するかというのは、これはそれなりに難しい計算をして、最低限

これぐらい要るかなというのは多分計算上出てくると思いますが、ただ、そのためには、

出口のところでの管理もきちんとしてもらわないといけませんし、それから途中のいろん

な水の流し方の管理もしてもらわないといけない。そういういろんなものが整って初めて

実施できることだろうという気はしています。いずれにしても、この委員会であと何回か

のうちにそういう具体的な方策を出せと言われても、それは今のレベルからいくと多分無

理だろうと思います。 

○荒牧委員長 事務局はそれでいいですか。 

○藤永委員 ちょっとすみません。今の佐藤さんのお話と絡むんですが、水質と同時にも

う一つ実は水の高さ、水面の高さというのがかなり重要な役目を果たしているんです。で

すから、水がなくなったというのは、そういうところ、１ｍ下がったというところでその

辺を何か工夫できないかなというところなんです。その辺までしていけば、クリークとい

うのがわかってくるんじゃなかろうかと思います。 

○古賀委員 雑排水とかの混入がなければ、きれいな水をためれば結構もつんだろうと思

います。ただ、今日見せてもらった写真からいけば、やはり雑排水による影響があるよう

に思います。基本的には、これは汚染者負担の原則ということで、汚染者の方がそれなり

に処理をするということがまず日本の法律です。ですから、できることならば、希釈でと

いうのはわかりますが、その前にやはり雑排水は何とかしていただきたいなというのが私

の正直な気持ちです。 

○藤永委員 水質と量、要するに消防とかなんとかの水でも要るということですよね。そ

ういうことで、ですから、多ければ水がきれいになる云々という話じゃなくて、質と量は、

そういうふうな方向、両方の形でいかないといけないという話なんです。 

○古賀委員 ためるだけでよろしければ、堰を設ければ、そこそこ水位は確保できると思

います。ただ、それで本当に地域の方が喜ばれるような水辺環境になるのかというと、私

は多分ならないと思います。早い話が、水田とか畑からもそれなりの負荷が出ますので、

だから水をためるというのは、やはり先々でこういうことが起こるよというのを知った上

で流れをとめて水面を確保されるんだったら、それはそれでいいと思います。だから、ど

 48



ういう状況にしたいのか、それでそのときにこういうことが起こりますよということを納

得された上で決められるんだったら、それはいいと思います。だけど、将来こんなことが

起こりそうですよというのは、それはもう計算せぬまま多分いろんなことが。ただ、定量

的には表現できませんが、留意すべきことは、それなりのプロが現場を見れば、こういう

ことが起こる可能性がありますというのは多分レポートとして出せると思います。 

○荒牧委員長 先ほど佐藤さんの方から出たクリークの問題を議論する時間と、それから

資料と、それからその議論の論点みたいなものは何回かで出せると思っていいですか。 

○事務局（川上） その前に、多分、佐藤さんがご質問されたのは、今日の議論が、本来、

城原川の議論をやっているのに、何か広域的な、嘉瀬川とか、広い議論になっているから、

何を議論しているかよくわからないというご質問が背景にあるのではないかなと思うんで

す。城原川もクリークの問題、水の問題というのがあるはずだと、そういった議論をしな

いんですかというご質問ではないかなと勝手に想像したりするんですけれども、多分、聞

かれてそう思われている方も結構おられると思うんです。 

それで、今日の認識として、幾つか課題をいただきましたから、ちょっと今から今後の

方向についてお話しさせていただきたいんですけれども、１つは、利水は、身の回りの沿

川の市町村の水問題を解決するというのは、これは当然やらないといけないですから、ど

んどんそういうニーズをまた次回までに聞き取りをきちっとやって、その辺の掘り起こし

をきちっとやらないといけないと思っています。ただし、利水を考えるに当たって、広域

的に水を使わないと佐賀平野はどうしようもないんです。そういうことで事業展開もいろ

いろやっていますから、認識とすれば、広域的に、城原川だけではなくて、城原川は当然

きちっとやらないといけないですけれども、広域的な水の使い方をしないと、佐賀平野全

体で水源が余りないものですから、そこは今日ひとつご理解いただきたいなと思っていま

す。 

その中で、古賀委員が言われたように、全体としての需給がどうかを言わないと、地域

環境用水と言われているのが、今の城原川から取っている水と、嘉瀬川から取られている

佐賀市街地の水だけでいいのかという話がありますから、そこのところをどういうふうに

整理するかというのもちょっと次回考えないといけませんし、もう一つは、問題の所在が

こういうところにあるよというところまでしか今回行っていませんから、どうするのかと

いう話をしないと、本当に水が足りないのか、しかしなおかつ全体では余っているのかと

いう議論がないと次の展開に行かないというのはおっしゃるとおりでありまして、これに

ついては県だけではどうしようもなくて、ほとんど国の事業がメーンになりますから、で

きるだけ精力的に国の方でも調整をいただいて、その課題が本当にトータルとしてどうな

のか、それをどういう方向で議論していったらいいかというところを次回ちょっと頑張っ
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てみたいなと思います。 

ただ、いずれにしても城原川流域の水問題はきちっと考えますけれども、広域的に利水

は考えないといけないというところは、今日の共通認識として持っていただければ非常に

ありがたいなと思っております。 

○荒牧委員長 どうぞ、白武さん。 

○白武委員 お願いですけれども、関連したことで、いろんな資料をつくり、次回準備し

ますということですが、その資料の中に、先ほどクリーク能力というのがアップしたとい

うことをおっしゃっていたんですけれども、そのクリーク能力の中の例えば渇水対策の貯

水能力というのがどれだけあるのか。そして、一時的降雨期の排水能力というのが、城原

川流域の範囲でもいいと思うんですけれども、その中でどれだけ高まってきたのか。これ

だけクリーク網というのが随分張りめぐらされておりますので、その点をよろしくお願い

します。 

○荒牧委員長 今言われたのは、内水と保水の問題を議論しようという提案でいいですか。 

○古賀委員 クリークの排水能力というものは、理論上は余り使えないはずです。 

○荒牧委員長 この前、蒲地さんと話がそこに出て、クリークの排水能力というのは計算

の中に入っていないとおっしゃったような記憶があるんだけれども、それは違うんですか

ね。そこをちょっと教えてください。本当にあるのと、それから計算上入っていないのと

ということで。 

○蒲地委員 今、白武委員の方から資料要求をいろいろされておりましたけれども、確か

に先ほど事務局の方で、圃場整備をしたことによってクリークの機能がアップしたという

説明がございました。私もアップしたと理解をしております。じゃ、そのアップした量が

洪水対策上どれだけ地域に及ぼす影響があるのかということになりますと、前回ないし

前々回のときにもこういう似たような話がございましたけれども、城原川の水というのが

クリークの方に入り込むということはほとんどございません。クリーク水路については、

地域の農地あるいは宅地、そういうところに降った水がクリーク水路に流れ込んでくると

いうことでございます。それは、以前は田面と同じぐらいの高さまで常時クリーク水位を

保っておりましたけれども、現況では田面から１ｍ下げております。それで、クリーク水

路は、大きいところでは50ｍ、60ｍ、小さいものでも10ｍぐらいありますから、だからそ

れだけの空き容量を常に平地に持っている。いわゆる平地で防災ダムを抱え込むことがで

きた。排水面からいうと、それがクリークの洪水対策上の効果であるというふうに言える

かと思います。それを数量的にとおっしゃいましたけれども、それを数量的に出すとなれ

ば、それは相当の作業量がございます。とてもじゃないですけれども、次回までに計算す

るというのは県の方だってまずできないだろうと思います。 
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 それから、利水面で申しますと、クリークを施工する段階におきましては、当然、排水

する流下能力は考えておりますけれども、そのほかに、従来からございましたクリークを

埋め立てるための土取り場としても新しいクリークは活用しております。なおかつその活

用した水路を、先ほど申しましたように、田面よりも１ｍ下がった状況で取水をするとい

うことですから、それだけのボリュームは当然ふえております。そういうことからしまし

て、これまた貯水量としても、圃場整備をする以前よりも圃場整備をした後の貯水、いわ

ゆる田面から１ｍ下がった状況での貯水能力もふえております。これまた計算で具体的数

字を出せとおっしゃいましたけれども、これは相当莫大な資料を整理しないとできません

ので、次回までにというのは、事務局はまず出せないと思います。概略的に私の方から補

足説明をさせていただきました。 

○荒牧委員長 私が聞きたかったのは、この前、区分しましたけれども、内水、いわゆる

平地に降った雨をどういうふうに処理するかという、内水排水といいますか、そのときに

はポンプを据えつけたり、先ほど蒲地さんが言われたみたいに、クリークの容量、キャパ

シティーを使ったりという形のことはされているわけでしょう、計画全体として。そのこ

とを今後ここで議論していくのかと。いく必要があるというふうに皆さんが納得されれば

やってもいいですけれども、城原川の全体の議論としてそれを必要だと言われるかどうか

なんです。結局、先ほど佐藤さんが言われたのは、これは環境の問題として非常に重要で

すから、先ほど環境用水という言葉を使って城原川から少し水を流そうという形の概念の

中に入っていると思うんですけれども、内水排水の問題をここで俎上にのせて、どうある

べきか、それから何年確率ぐらいでどういうふうなものについてポンプを設置するかとい

うようなことまで議論すると、ちょっとこの委員会の役割を超えているという気がします

けれども、いかがでしょうか。 

○白武委員 今、安定成長期に総合化とおっしゃったんですね。総合化、水管理システム

の総合的確立だと。それは、総合というのはただ単に広いというわけじゃなくて、当然、

城原川周辺のクリークの役割も、その機能、能力というのをはかるというんですか、非常

に時間がかかるとおっしゃったんですけれども、莫大な能力があって、それを測定するに

は時間がかかるというふうに聞こえたんですが、総合的なシステムということを考えます

と、それでもやはりやるべきじゃないかなと。 

○荒牧委員長 区分けしたのは、城原川、上の方の川のところから洪水とか治水とかとい

う議論をしました。そして、内水については、それ以外にもポンプとか、ポンプの配置と

か、江湖というものをどういうふうに改修するかとか、そういうことについて議論が必要

なことはわかっているし、皆さん方は今着々とおやりになっているんです。そのことをこ

の委員会の俎上にのせるということを主張されているのかということを聞きたいだけなん
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です。その地域の水問題として俎上にのせろとおっしゃっているんですか、城原川に関連

して。 

○白武委員 そうです。 

○古賀委員 いいですか。 

○荒牧委員長 どうぞ。 

○古賀委員 私、ちょっと折衷案みたいなことを言いたいんですが、蒲地さんが言われた

ことは、技術的にはご指摘のとおりだと思います。ただ、方向性としては、ここでそれが

言えるかどうかわかりませんが、総合治水とか総合水管理というのは、役所の縦割りの壁

をなくして、地域が総合的に計画を立てよう、あるいは総合的に治水計画を立てよう、水

も管理しましょうというのがもともとのルーツです。したがいまして、クリークは、要す

るに、縄張りからいけば、もしそのクリークを治水、治水というか、内水排除に使おうと

思えば、これは農水省の管轄になります。それで、市街部になりますと国交省の下水道部

になります。もしこの内水を海に捨てる余裕がなくて川にポンプで排水しないといけない

ということになってきますと、これは場合によっては河川管理者、いわゆる国交省も少し

考えないといけないようになると思います。そうしますと、クリークの田畑からマイナス

１ｍの空間の部分を排水用として使って、下流のポンプを河川管理者が使うということは

もちろんできると思います。ただし、それをここでやる必要があるかどうかはちょっと私

もよくわかりません。だけど、方向性としては多分そういうのはあると思いますが、ただ、

具体的にどれぐらいのポンプをつけるかとかいうことになると、これはまた物すごく手間

暇がかかります。 

○事務局（浦山） ちょっといいですか。１つ事務局から。 

○荒牧委員長 はい。ちょっと事務局の方のお考えを聞かせていただけませんか。 

○事務局（浦山） まず、クリークの治水上の利用といいますかね、そういう面では、基

本的に外水じゃなくて内水をはくわけですね、そういう利用をするとすれば。そうすると、

前回でもご説明しましたけれども、この末端というのはほとんど筑後川本流なんです。だ

から、もちろん城原川は天井川ということで何度も言っているんですが、そういう高いと

ころにはポンプでははかないと思うんです。ですから、城原川の内水というよりも、これ

は筑後川本川の内水対策ということになってくると思います、クリークを使った治水対策

を使えばですね。 

それからもう一つ、利水なんですけれども、利水は、先ほどご説明したこの１番にエリ

アを示していますけれども、クリークは既に農業の水源として見込まれています。ですか

ら、田面から１ｍまでの水源はすべて見込まれた計画になって、それは農業としても使っ

ているということですから、それ以外で使えるクリークの容量はないわけです。もちろん、
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その１ｍの上の部分を使うことは可能かもしれませんが、それは多分現実的には無理かな

と思います。ですから、利水で使うこと、それから治水上使うことについては、ちょっと

そういうのはあり得ないのかなというふうに思います。 

○事務局（川上） 白武委員のお話は、多分、前に議論があった内水と外水の、流域に降

った雨をどう処理するかということで、もともとのクリークというのは機能があったので

はないか、これを使えばいろんなことができるのではないかという思いがおありだと思う

んです。そこは、やはり内水と外水の、要するに城原川の治水をどう考えるかというとこ

ろに入ってくるかどうかをご理解いただくかどうかだと思うんです。ですから、今、皆さ

んが言われているのは、外水を、城原川の議論になりますから、内水の方は一応切り離し

てもいいのではないかと。ただし、内水を、城原川に水を入れるとなれば、城原川の河道

の計画に影響しますから、それは影響するけれども、そういう方向で検討すべきだという

とまたそうではなくて、どちらに機能を持たせるかという議論になっていくので、そこの

前提をどう考えるかをご提案いただければ議論がかみ合うのではないかと思います。 

 それと、総合化の話はどういうことを言っているかというと、今日の話に関係しますけ

れども、城原川から実際は2,410万m３しかかんがい用水を取らない計画になっているけれ

ども、それ以上に水が取られているのではないかと、こういうことなんですけれども、ト

ータルでかんがい用水を余計に取っているということではなさそうなんです。というのは、

最終的に集落に落ちた水は幹線水路に入ります。幹線水路は何のためにつくったかという

と、筑後川下流用水事業の枝川なんですね。その分、筑後川下流用水の量が減っていると

いうことなんです。ですから、総合化というのは、筑後川下流用水が減っていて、城原川

の水をたくさん取っていますから、そこのバランスをどうとるかという総合化もあります

よね。それとか、農業用水だけではなくて、いろんな使い方をどういうふうにするかとい

うふうなこと。要は、今ある施設を最大限使って有効に水資源を使っていきましょうかと

いう思想なんです。 

ですから、今日、城原川の水を使っていて、じゃ、どうするのかという宿題をいただき

ましたけれども、一つの方法としては、下流用水をもっとたくさん取って、計画どおり取

れば、城原川の水は要らないわけですね、取らなくて済むわけです。水管理をきちっとす

れば、それも一つの解決方法になるかもしれません。いずれにしても、いろんな人がいろ

んな取り方をしているのをもう一回テーブルに全部載せて一番いい使い方を考えましょう

というのが総合化なんです。だから、そういうことも一つの解決方法になりますから、古

賀委員が言われた、次回、課題をどういう方向で検討していったらいいかというのをでき

る範囲で整理しないといけないなと思っております。 

○荒牧委員長 ほかの委員の方、ご意見がありましたらどうぞ。 
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○松﨑委員 後半の部の資料－３の６ページをさっきから私にらんでいるんですけれども、

これも流れてくる水が全部赤で埋められてしまっているんです。しかも、一年中通して。 

それで、先ほどの説明の中で、上流の方では一定量取られていて、下流の方では計画プ

ラスアルファがあるような感じでだんだんふえていますというような、たしかそういう説

明だったと思うんですが、これを見ると、とにかく上も下もないようにずっと水がもうな

い、流れてきたものはすべてどこかに利用されてしまっている状況にあるというのを、こ

の６ページはあらわしているんだろうと思うんです。２ページの図と全然違いますもんね。

これは赤と青がひっくり返っています。 

それで、そのプラスアルファなるものは、７ページのヒアリングの中で何か要因がある

かなということで、これもにらんでいるんですけれども、新しく出てきたのはハウス園芸

ぐらいの言葉ですよね。あとはずっと一緒でしょう。しかも、水車にしろ、防火用水にし

ろ、水路維持、環境維持にしろ、これは水路が分かれているわけじゃなくて、１本の小水

路の上にずらっと並んでいれば１つの水で済む話ですから、何か新しい要因がないかなと

思ってさっきから一生懸命見ているんですけれども、このふえてきている要因というのは

何でしょうか。これは、先ほど古賀先生が財布の中の水は幾らあるのかということをはっ

きりしろとおっしゃったんですが、それからずっと使っているものを引き算していって、

なおかつ足らないという結果をここに出しているんです。どこに持っていくか、嘉瀬川を

含めて広域という話がさっきからあっているんですけれども、城原川そのものがどんな川

なのか、どうするのかという考え方をしていくけれども、ちょっと詰まってしまうんです。

プラスアルファというのは実態的にはどういうことが考えられているんですか。 

○事務局（浦山） まず、冬場です。もともとは、冬場は農業用水はそんなに使わない計

画だったんですけれども、要するに、農業用水として直接田んぼに入るわけではなくて、

農業用水の使い方としては、集落の家の周りをずっと水路が回っていくわけです。そして、

最後は幹線水路に落ちて農業に使うということなんですけれども、冬場は家の周りの防火

用水とかというのをずっと使っているわけです。ですから、そこは、計画はあくまで農業

の、田んぼに必要な水だけを計画しているわけですけれども、実態としては、集落の周り

をずっと回っていって、最後は幹線水路に落ちているということです。 

それで、夏場も同じなんですけれども、夏場はゲートがあいた状態になっています。ほ

とんどがゲートがあいた状態。そうすると、水路の中に水が入っていくわけです。そして、

入っていって、これがまたクリークに貯留されているという状況です。それを水田に使う

かどうかはまた別なんですけれども、城原川から引き入れられて水路に落ちている。最終

的にはこれはまた有明海に出ていくわけですけれども、そういう水の使い方になっている

ということです。消費されているかどうかは、ちょっとそれはまた別ということです。 
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○松﨑委員 そういう話を聞くと、資料－２の16ページの地域環境用水4,290万m３という

のはかんがい用水の培なんです。倍ですよね。ということは、城原川の何らかで取ってお

る水で、環境用水の方がかんがい用水よりたくさん取られておるということなんですか。

そういうことでいいんですか。これを認識しておかないと、後でどんな川なんだと言われ

ても困るので。 

○事務局（川上） これは次回までにきちっと確認しますけれども、今考えられるのは、

先ほど言いましたように、かんがい用水が二千何百万m３ありましたよね。それで、その他

が地域環境用水ということで、分類上していますけれども、これは水に色がついていませ

んから、幹線水路に全部落ちていると思うんです。ということは、かんがい用水に使われ

ている、それでその分の余ったところがあるので、筑後川下流用水から取らなくて済んで

いるという構図のようなんですね、実態を見ていますと。だから、そこは全体として足り

るか足りないかという議論よりも、どこから取っているかという構図のようなんです。だ

から、そこをどういうふうにいい方向に持っていくかというのは今後の、次回の話かもし

れません。 

○古賀委員 だから、冬水は筑後川から取ってきていないでしょう。 

○事務局（川上） そうです。 

○事務局（浦山） もちろん、冬水は城原川です。 

○古賀委員 城原川だけでしょう。 

○事務局（浦山） そして、この2,410万m３というのも、本当にこのエリアが必要なもの

じゃなくて、そのうち城原川から取る計画の量です。だから、筑後川からももちろんこれ

プラスのものがまた出てくるんです。このエリアに農業として必要な水というのは、筑後

川からも供給されますし、城原川からも供給されるし、ため池からも供給される。そのう

ち、計画として城原川から2,410万m３が計画されているということです。 

○松﨑委員 数字的に幾ら幾らという議論よりも、この２ページの姿に近づくのが川だと

思うんです。冬は幹線水路が、取水が減るわけですから、当然流れるでしょう。かんがい

期は当然利用が多くなるから、それは減るでしょう。だから、２ページの姿が僕は川だと

思うんです。しかし、６ページの姿は川じゃないですもんね。それはなぜですかというこ

とをお聞きしているんです。冬も農業に使うよと言うけれども、私が見る限りではほとん

ど麦畑です。そういう思いで聞いていますので、ひとつよろしく。 

○竹下委員 今の話に関連しますが、結果としては、城原川から流れ出ていくはずの水が

どうもほかの樋管からどんどん、どんどん落ちているという、それが冬場の現状じゃない

でしょうか。この水を全部どこかでだれかが使っているわけじゃなくて、流れていく先、

末端の場所が理想とは少し違うのかなと。ただ、そこに住んでおられる人たちは、目の前
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の掘が、クリークに少し水が流れるというのは好ましいことなんだろうけれども、全体と

してみたら、城原川にとっては余り好ましい現状ではないというふうに思います。 

○荒牧委員長 川上さんは、先ほどまたそれにプラスアルファ、広域のことを話されたし、

古賀さんは、それにプラスアルファ、広域がもともと原理だろうとまでおっしゃっていま

すけれども、そこまで議論した上で今後は、それは地域の方が優先するんだとかという主

張はまた後で出てくるかもしれませんけれども、現状としてはこうなっているということ

だけをまず確認しておけばいいと思います。 

 ほかになければ、一応ここでこの議論を閉じて、そして先ほど佐藤さんが言われた、今

後の議論の進め方といいますかね、先ほど古賀さんの方は、まだまだとても、利水の話で、

こんな一、二度で済む話ではないではないかと。それで、できるだけこの共通の基盤の上

で話をしたいというので今こうやっています。ただ、いろんな委員の人たちの話を聞いて、

それから今日、事務局から出されたものについても、まだお互い同士の認識の違いが埋ま

っていかない。そうすると、もっと稠密にやるか、あるいは分科会みたいなもので勉強会

をやるかとか。ただ、ちょっと今のところ事務局の側の出してくるペース、スピードとい

うのがそれほど速くないだろうと思うんです。特に定量の問題になってきたときには、非

常に正確さを期すためにずっと苦労されているような気がしますけれども、皆さん、何か

アイデアがあったら教えていただきたいんですが、どういうふうにこの議論を進めていけ

ばいいか。治水の問題については、大枠のところで定量的なことが議論できたと思います

が、一番難しいのは広域まで含めた水の利用のところ。それも、先ほど言われたみたいに、

自分のところの目の前の水の問題、それから地域全体の問題ということを議論するとすれ

ばどういう進め方があるだろうか。あるいは、今のまま少し進めていって、共通の認識を

得るための努力をしてみるということの方がよいのか教えていただきたいし、議論をして

いただければありがたいんですが。 

○古賀委員 委員長のお答えにはならないと思うんですけれども、ただ、利水は専門家の

使う言葉が一般用語なんだけれども、本当は専門用語だったりするんです。そうなってく

ると、私も経験がありますけれども、通訳が要るんです。ですから、特殊な言葉について

は用語集をつくったらどうですか、簡単でいいですから。だから、一番いいのは、小学生

でもわかるような内容の説明を少しつくってもらうと、それをあらかじめ配ってもらうと、

特に計画論のところも少し簡単な説明をしてもらえればと思うんです。簡単でいいです。

こんな分厚いのをつくらなくていいんだから。そうすると、理解が少し早くなるかなとい

う気はします。特に今日なんかは、高度な利用というのは、要するに川から水を徹底して

取って川に一滴も流れないというのが高度な利用なんです。だから、高度な利用というの

はいい意味でとりますけれども、川から見れば、人間は非常に勝手なことをやっているよ
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ねということなんです。だから、そういうものは普通の人は多分わからないと思いますの

で、少し用語集をつくってもらえればと思います。 

○荒牧委員長 ほかの方、どうですか。今後の進め方について何かご示唆があれば。 

○藤永委員 非常に難しいところなんですけれども、ちょっと桑子先生にお尋ねしたいと

ころがございまして、というのは、広域的な云々の話がありましたけれども、乱暴な言い

方をすれば、水利用の点で、正直なところ、今、果たして公の水として皆さんが意識して

いるのか。例えば上から、要するに農業なんかで水を下さい、上げますという方式がまだ

成り立っている段階がかなりあるんじゃないかと思っております。その辺を、むしろその

合意形成をどういうふうな方向でできるのかということを中に絡ませながらいく方法とい

うのが早いんじゃないかという考え方をしているんですけれども、この辺はどうでしょう

か。 

○桑子委員 大変難しいご質問だと思います。特に水利権の問題について深く勉強したわ

けではありませんけれども、お話を伺っていますと、許可水利権というふうにしていくプ

ロセスというのは、いわゆるお上ですね、お上が公益、公の役割を果たして、水も公のも

のとして、それを公正、平等に配分していくという仕組みだったと思うんです。昔はそう

ではなくて、地域の人々がお互いに労働力を出し合って、地域の中で適正な配分を目指し

ていくと。城原川の場合には、三千石堰を初めとして石堰、草堰というものを維持管理し

ながら、地域の人たちが地域の中でいわゆるお互いの私権を制限しながら、その中での公

というものを考えてきたのではないかと思うんです。 

 それで、今問われていることとして、つまりそういう国の役割、地域の役割、それから

地方分権というような流れもあります。それから、住民参加、市民参加ということもあり

ます。ですから、そういう地域のことを、公と私、あるいは地域というものをどういう形

で分けて考えていくかということが非常に重要な課題になっていると思うんです。国なり

自治体、地域の役割のあり方ということ自体がまさに問われているわけですし、河川法で

も学識経験者の意見を聞くという流域委員会があります。それから、流域住民の意見を聞

く。これは非常に大事なことであります。つまり、そういう地域のことを地域の人たちか

ら見る見方というものをこれからどういうふうに考えていったらいいだろうかということ

と深くかかわっているわけです。単に自分の利益を考えるということではなくて、従来型

の、例えば城原川で色濃く残っているような、地域の人たちが地域のことを自分たちで決

める仕組みというものをもう一回きちんと見直すといいますか、その意義を問い直す。そ

の中で、水の管理を行政と住民がどういうふうに協力してやっていくかというパートナー

シップの形が問われているというふうに思うんです。 

 それで、農業関係でも農業基本法が改正になって、食料と農業と農村空間ということで
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多面的な機能ということが非常に前面に出てきました。農水省関係の団体のパンフレット

でクリークの写真を使ったものを見たことがあります。2000年につくられたパンフレット

では、クリークというのは古い時代の遺物として位置づけられて、圃場整備でこんなに私

たちはいい事業をしましたという、そういう写真の使い方だったんです。ところが、昨年

に出されたパンフレットでは全く逆転しておりまして、クリークが非常に高く地域の遺産

として評価されている。ですから、河川や農村空間に対する見方も非常に大きく変化して

いる時代だと思うんです。城原川のこの議論も私は大変すばらしい議論が行われていると

思います、なかなか進まないですけれども。しかし、委員の皆さんが非常に一生懸命議論

されていて、城原川という一つの大きな遺産を持つ川をどういうふうにしていくかという

のは、今ご質問にありました、公と地域、行政と地域の関係をビジョンとして書く上で非

常に大きな意味を持っていると思いますし、それからここでの決定がどういうふうになさ

れたかということは、日本の河川行政に非常に大きな影響を与えるんじゃないか、そんな

ふうに思っております。 

お答えになっていませんけれども、まさにご質問されたことを我々が一緒に考えること

を問われている、こんなふうに感じております。 

○荒牧委員長 私が問いかけて私が答えるわけにもいかないんですけれども、先ほど古賀

さんから非常に重要な提言があっています。この部分について皆さんともう一度ここで徹

底的に議論した上で、今後の進め方についてもう一回事務局と詰めさせていただけないで

しょうか。今回初めて、ある意味で言うと、水の利用について定量的なものの端緒ができ

たと思います。それと、それについて今度はもう一つ古賀さんの方からは、水収支という

全体を見通したような問題が、できるはずだ、表現できるはずだということを言われてい

ます。そのことをもう一度聞いた上で、そしてトータル、環境の問題とか、生物環境とか、

生き物たちの方から見た川のありようとかということも議論しなければいけません。その

ことの今後の進め方をもう一度洗い直すことにして、次回までもう一度この形で進めさせ

ていただければと思いますが、いかがでしょうか。事務局の方はそれでいいですか。 

私が勝手に提案しますけれども、もう一回だけ、古賀さん、先ほど言ったことを。これ

は、２回までは定量的なことについて水の利用をもうちょっと議論してみようということ

で前回言っておりますので、次回までは水の利用のあり方、先ほど説明されたように、城

原川そのもの、それともう一つは、川上さん、古賀さんが言っているように、広域的な水

の利用が国の基本的な根幹にかかわっているんだと、そのことをもう少し議論を深めてい

って、何せ11月というのが後ろに迫っていますので、その議論の進め方についてもう一回

事務局と相談して議論をさせていただくという形にしたいんですが、よろしいでしょうか。 

川上さん、どうぞ。 
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○事務局（川上） そういうことで作業してお話しさせていただくんですが、ちょっとお

断りというか、今いろいろご意見がありますけれども、地域の水の問題、需要の話があり

ました。しかし、需要の調査の必要性みたいなものもどこまでやれるかというのがありま

す。そもそも地域に住んでおられる方がニーズとして思っておられなければ、それを行政

として対応するかどうかという問題もあります。先ほど私が言いましたように、城原川と

か嘉瀬川で実際取られている水、これは非常にわかりやすく、切られると困るわけですか

ら、そこはきちっとした量もわかりますから、ある程度議論はできます。ですから、基本

的な水の利用は需要と供給をどう考えるかということです。需要もはっきりしている需要

は定量的にきちっと出せますけれども、今後こうした方がいいよねとここで議論された内

容が、すべて関係者が需要として思っておられるかどうかもわかりませんし、取り扱いの

内容が変わってくると思うんです。ですから、そこは前提をきちっとして次回はご説明を

させていただきたいと思います。 

それで、はっきりしたものは、定量的に需要と供給がどう満足するか。先ほどの話では

ないんですけれども、プラスアルファとしてこんなふうなことを我々としては問題にして

いるけれども、そして住民の方々がそうだと言われれば、当然これも今後の課題となりま

す。そういうお断りが何か要りそうな感じがするんです。そこも整理した上でお諮りをさ

せていただきたいと思います。そうしないと、時間との関係で、余り細かくずっとやって

いっても、多分これは、皆さんがご心配いただくように、11月までは難しいと思いますか

ら、詰める精度をこちらで考え方を一緒に提示しながら議論させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

○荒牧委員長 水の利用については、それぞれの委員の方々が自分のところについて、先

ほど佐藤さんが言われたように、自分の住んでいる千代田というところのクリークについ

てあると。ところが、今のところ、今、水を使われている人たちの既存の利用の仕方は理

解できているけれども、まだほかに自分たちの地域を生かすためにこういうような水が欲

しいのだということはだれも表現されていないことになっているんです。だれも言ってい

ない。 

例えば、佐賀市が、こういうふうにクリークの水が環境として悪化しているので水が欲

しいと言う。しかし、それはまだ表現されていないではないですか。今そのことを川上さ

んが言っているのであれば、そういう水を欲していることが表現されないと、そういうも

のはないと見なさざるを得ないので、今言われたみたいなことの作業がもう少し精度よく

詰められて、そして水の利用として出していただかないと、問題点を整理しただけで何に

も解決しないことになってしまうと思いますので、ぜひ今言われたみたいな作業を進めて

いただいて提出していただければと思いますけれども、ほかの委員の方、今のでよろしい
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でしょうか。私の提案はそういう形で進めさせていただきたいと。次回までは少なくとも

この全体会議の中で、今日はたくさんの傍聴の方も来られていますけれども、皆さん公開

の中で我々がデータを扱いながら議論していくという作業を進めていきたいと思いますが、

それでよろしければそういう形でまとめさせていただきたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

それでは、事務局の方は大変でしょうけれども、今、川上さんが言われたみたいな作業

と古賀さんが言われたみたいなこと、それから、できましたら次回以降の議論の進め方に

ついても、もう少し具体的に提出していただきたいというふうに思います。よろしくお願

いします。 

 それでは、もう一つ最後に残っている議題に移らせていただきますが、住民意見の反映

方法について幾つか議論をしてきました。ただ、また新たにといいますか、まだちょっと

後ろの方のところが詰まっていないというふうに逆に思いますけれども、案が出ておりま

すので、資料－４に従いまして事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（２）住民意見の反映方法 

 

○事務局（辰本） 資料－４、Ａ４の横１枚、お手元にあるかと思いますが、住民意見の

反映方法ということで事務局の案でございます。 

 まず、治水の話とか、利水の話とかを今やっているところなんですが、この流域委員会

で議論している内容をもとに早く地域へ情報発信をしたいというのが１つございまして、

そういう意味で、第１段階で、委員会での議論内容等の情報提供を主目的とした住民説明

会という形でまずは考えたいなと。それと、第２段階以降で今度は委員会での論点につい

ての流域懇談会ということで、地域の皆さんといろいろ意見を交わすような懇談会を第２

段階でいきたいと。地域の皆さんと意見を交わす前に、やはり地域の皆さんも勉強を、知

識を頭の中に入れることが必要ということですので、第１段階では情報提供が主目的とい

うことにしたいと思います。 

 一応、開催時期としましては７月中。対象としては、流域住民ということで脊振、神埼、

千代田と書いておりますが、それに限ったところでなくてもいいかと思っております。あ

と、開催場所、時間については関連町村の方と相談しまして決めたいなと。 

ここで前回、脊振でとか、いろいろ場所を申し上げていたんですけれども、場所を例え

ば神埼町とか、そういったところで１カ所に固定するとか、そういったことも考えており

ます。あと、時間の設定についても、地域の皆様が集まりやすい時間とか、そういったも

のを関係町村の方と話し合って決めたいなと。あと、説明資料、具体的な進め方、意見の
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聞き方については、７月中ということですので、次回の委員会で諮った上で決定したいな

と思います。周知については、今のところ県民だよりとか町報、村報に載せて周知をして

いきたいと思います。 

 第２段階につきましては、そこに書いてございますように、第１段階の説明会を踏まえ

まして、８月以降にやっていきたいなと思っております。 

以上です。 

○荒牧委員長 これはずっと懸案事項でして、いろいろ紆余曲折を経ながら、上の方の話

は、前は公聴会とか、いろんな言葉が使われていましたけれども、今回はこれまでの議論

をもとに情報提供を主目的とした住民説明会と、第２段階として委員会での論点について、

多分、今日のような論点を整理した上でそれを説明する、あるいはディスカッションをす

るという流域懇談会の２段階に分けて行うという案になっています。これはこれまでの考

え方とはちょっと違っていますけれども、委員の皆さん方のご意見をお聞きしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○桑子委員 公聴会という名称よりは住民説明会の方がいいと思いますけれども、淀川関

係で私の経験から申し上げますと、管理者側からの説明だけで終わってしまいますと、地

域の住民の人たちが日ごろ思っている思いが出てこないといいますか、それがストップさ

れているんじゃないかという、そういう印象をどうしても与えてしまうと思うんです。で

すから、説明をするのはいいんですけれども、同時に、説明内容についての意見だけを求

めるのではなくて、日ごろ思っていらっしゃること、思いをやはりきちんと聞くというこ

とが大事だと思うんです。説明の内容と、それから住民の方々から出していただいた意見

が必ずしもかみ合っている必要はないわけですね、第１回ですから。それをかみ合わせる

プロセスというのがどうしても必要だと思いますけれども、思っていることを言っていた

だくと。 

 それで、私がやりました住民対話集会というのがあるんですけれども、そこでは、来て

いただいた方々にワークショップ形式で４つのポイントについて述べていただきました。

木津川上流というところなんですけれども、１つは日ごろ感じている問題点ですね、こう

いう点が問題じゃないかと。それから、こういうふうに工夫すれば木津川がもっとよくな

るんじゃないかという提案を書いていただいた。それから、行政と住民との関係ですね、

特に説明会なり対話集会をどういうふうに運営していったらいいか提案していただく。そ

れから、そこも川上ダムというダムがありまして、そこは城原川ダムよりも進んでおりま

して、本体着工だけがまだ行われていないという状態なんですけれども、川上ダムについ

て思っていらっしゃることを述べていただくということでこの４つを書いていただいて、

書いたものは記録に残るようにして。それから、それほど長い時間ではありませんでした
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けれども、意見をお持ちの方に手を挙げていただいて意見を聞きました。それから、全員

の方に参加指定のアンケートも出しました。 

それから、その一番初めの部分に、どうしてこういう集会をやるのかということを、こ

れは整備局の担当の方と、それから流域委員会の担当の方と私と座談会形式でやりました。

一方的な説明をするのではなくて、特に住民の意見を聞くというこのプロセスが、河川整

備の中で河川法で位置づけられた法律的な手続であると。今までにないことをやろうとし

ているので、住民の方々もそのことを踏まえて発言してくださいというふうにお願いしま

した。まだ１回しかやっておりませんで、来月２回目をやるんですけれども、住民の意見

を反映するということになっております。反映するということがそもそもどういうことな

のかというのはなかなか難しいわけですけれども、ぜひこの城原川の整備計画の策定でも、

住民の意見が反映されたなと住民の方々が思っていただけるような努力をしていただきた

いと、こういうふうに思います。 

○事務局（辰本） 言い方が住民説明会というふうに書いてございますが、一応、主目的

は情報提供ということなんですが、説明だけではなくて、その会のときに、参加してある

皆さんから意見とかご質問をもらうような形でその会をしていきたいなと思いますし、時

間的に意見を言えない方もいらっしゃると思いますので、例えばそこにアンケートとか質

問用紙を用意しておくとか、その辺の工夫を今いろいろ考えようとしております。 

○荒牧委員長 ほかにこの進め方について何か注文なりご意見なりありませんでしょうか。 

○古賀委員 住民の方からいろんな意見を聞くというのはいいことであって、ぜひ必要だ

ろうと思うんです。本来ならば、この１回目の委員会を開く前にやっておかないといけな

いことが幾つかあったと思います。それは、地域の住民の方からどういう問題を感じてい

るかということをそれなりに聞いておかないといけなかったんだろうと思います。それで、

７月になりますと、今度は反映ということですので、何らかのものをやはり提示しないと

いけない。理論上は、流域委員会というか、その整備計画からいけば、河川管理者として

の目標をきちんと本来ならば提示しないといけないはずです。 

そういう意味でちょっと気になかったのが、今アンケートというのが出てきたんですが、

通常アンケートをやる場合には、アンケートの質問項目をつくる側にそれなりの目標とい

うものがないと、アンケートの結果は変なぐあいになると思います。ですから、そこら辺

は桑子先生ともよく相談をして、アンケートというのは本当は素人がやると怖いんです。

だから、よく相談をして丁寧なアンケートをしていただきたいと思います。 

○荒牧委員長 どうもありがとうございました。ほかの方、どうぞ。 

この進め方について、具体的なものについては、今のようなことを踏まえて、次回にそ

の詳細といいますか、どういう意見の集約の仕方をするか。例えば、桑子さんから提案が
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あったように、第１段階として、住民の方の意見を聞く聞き方といいますか、そういうふ

うなものも先ほど提案がありましたから、それを考慮して案をつくっていただいて、次回

は７月２日を予定されているみたいですけれども、それぐらいまでには決めていただいて

提案していただけませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ほかに特になければこれで終わりにしますが。 

○事務局（田﨑） よろしいですか。 

○荒牧委員長 どうぞ。 

○事務局（田﨑） 事務局ですが、今の住民意見の反映方法について今日この場でご確認

したい点は、７月中に開催をしたいということで、この委員会後、早急に段取りをしたい

と。それにつきましては、開催場所、開催時間等を地元等も話を進めさせていただくこと

をご了解いただきたいと。 

○荒牧委員長 すなわち、第１段階のところを進めることについて了承を得たいというこ

とでよろしいですね。 

○事務局（田﨑） はい。それだけをご了承いただきたいということです。 

○荒牧委員長 それはよろしいでしょうか。 

 それでは、そのことについては進めてくださいということで、その具体的な内容につい

ては、③のところに書いてあるように、次回委員会に諮った上で決定とありますので、そ

れは作業を進めていただいていいと思います。よろしいですか。 

 それでは、そういう形で決めさせていただきたいと思います。 

 全体としてまだ発言が、この点について確認しておきたいとか、あるいは意見を述べて

おきたい方がおられましたらぜひ発言をしていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○竹下委員 前回の公聴会の意見の中で、脊振村については、ほかのところとはちょっと

やり方を変えるべきではないかというような意見もあったかと思うんですが、その点につ

いては事務局は何か考えを持っておられるんですか。 

○事務局（辰本） 今回、神埼町、千代田町、脊振村というふうにずっと巡回というか、

回すのではなくて、例えば下流の神埼地区だけでしばらくちょっとやってみて、様子を見

まして脊振村の方でやるとかにしたいんですけれども、情報というのは同じ内容でしない

とまずいかなというところもありまして、箇所ごとに説明する情報を変えようという考え

は今のところございません。 

○事務局（川上） いずれにしても、この前のご意見で貴重なご意見をいただきましたか

ら、そういう意見も各町村と議論して一番いいやり方を我々に任していただきたいと、こ

ういうことです。 
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○荒牧委員長 接触させてくださいということでよろしいですか。 

○事務局（川上） はい。 

○荒牧委員長 接触させてください。そこで知恵がおのずから出てくるかもしれませんの

で、ここで決めるのではなくて接触させていただいて、次回のところで提案させていただ

くという形でよろしいですね。 

ほかにどうぞ。議論をここまでは言っておきたいということがありませんでしょうか。 

それでは、次回の開催日の案をお示しいただけませんでしょうか。 

 

（３）次回委員会 

 

○事務局（辰本） 佐賀県の河川砂防課、私の方から委員の皆様には、今回は、メールで

ご連絡させていただきましたり、メールがない方にはお手紙をお送りしまして、日程とか、

いろいろお尋ねしまして回答をいただきましてありがとうございました。次回は７月２日

になっております。これは６月に本来はすべきですが、県議会が６月末までございまして、

ちょうど７月１日、２日はあけておりますので、皆様にお尋ねしますと、７月２日は皆様

ご出席が可能なようですので、７月２日（金曜日）午後１時半から５時、はがくれ荘の方

で開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、これは第８回になるかと思いますが、第９回は７月の開催で、あわせて７月下旬

の１週間をお尋ねしておりまして、たしか木曜日がよかったと思うんですが、これは次回

の機会に再度お尋ねしたいと思っております。第８回は、７月２日（金曜日）午後１時半

から５時を予定しておりますが、はがくれ荘の方でよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○荒牧委員長 どうもありがとうございました。 

それでは、これで終了いたします。事務局にお返ししますので、閉会をお願いいたしま

す。 

 

４．閉  会 

 

○事務局（田島） 荒牧委員長、どうもありがとうございました。それから、委員の皆様

方には、長時間にわかり熱心なご討議をどうもありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして第７回城原川流域委員会を閉会いたします。どうもありが

とうございました。 

 


